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1．第１回委員会における指摘事項 

1-1. 汚濁負荷量の状況について 

 

昭和 54 年度から平成 26 年度までの窒素・りんの発生源別負荷量について、以下の

とおり昭和 54 年度から平成 12 年度までのデータを整理した（表 1～5）。 
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表 1 海域別・発生源別負荷量（窒素・りん）の推移（東京湾） 

（窒素） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

下水道（生活系） - - - - 128.6 106.9 99.2 93.1 - - - - 50.7 51.4 53.3 54.9

合併処理浄化槽 - - - - 8.1 8.4 8.7 8.2 - - - - 3.2 4.0 4.7 4.8

単独処理浄化槽 - - - - 17.4 13.5 8.8 7.1 - - - - 6.8 6.5 4.7 4.2

し尿処理場 - - - - 0.5 0.2 0.1 0.0 - - - - 0.2 0.1 0.0 0.0

雑排水 - - - - 9.5 7.0 4.6 3.6 - - - - 3.7 3.4 2.5 2.1

小計 (201) (187) (183) (175) 164 136 122 111 (55.2) (56.2) (57.4) (62.5) 64.7 65.4 65.9 65.3

産業系指定地域内事業場 - - - - 25.2 17.2 14.3 11.8 - - - - 9.9 8.3 7.7 7.0

下水道（産業系） - - - - 12.8 10.4 8.9 9.2 - - - - 5.1 5.0 4.8 5.4

小規模事業場 - - - - 1.4 1.3 1.1 1.0 - - - - 0.5 0.6 0.6 0.6

未規制事業場 - - - - 1.8 1.2 0.9 0.8 - - - - 0.7 0.6 0.5 0.5

小計 (96) (82) (72) (50) 41 29 26 25 (26.4) (24.6) (22.6) (17.9) 16 13.9 14.1 14.7

畜産系 - - - - 3.1 1.8 1.1 0.5 - - - - 1.2 0.9 0.6 0.3

 下水道（その他系） - - - - 24.1 17.9 17.1 14.4 - - - - 9.5 8.6 9.2 8.5

 山林 - - - - 3.0 2.9 3.7 3.7 - - - - 1.2 1.4 2.0 2.2

 水田 - - - - 4.6 4.6 4.6 3.8 - - - - 1.8 2.2 2.5 2.3

 畑・果樹園 - - - - 3.9 5.4 4.0 2.9 - - - - 1.5 2.6 2.1 1.7

 その他の土地 - - - - 9.4 9.1 8.6 9.1 - - - - 3.7 4.4 4.6 5.4

- - - - 0.0 0.1 0.1 0.1 - - - - 0.0 0.1 0.1 0.1

- - - - 45 40 38 34 - - - - 18 19 20 20

養殖系 - - - - 0.3 0.1 0.0 0.1 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0

小計 (67) (64) (64) (55) 48 43 37 34 (18.4) (19.2) (20.1) (19.6) 19.0 20.7 20.0 20.0

合計 (364) (333) (319) (280) 254 208 185 170 (100) (100) (100) (100) 100 100 100 100

生
活
系

系 発生源

産
業
系

そ
の
他
系

そ
の
他
土

地
系

負荷比率（％）負荷量（t/日）

土
地
系

廃棄物最終処分地

小計

 

（りん） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

下水道（生活系） - - - - 9.6 7.1 6.6 6.7 - - - - 45.2 46.5 51.1 54.8

合併処理浄化槽 - - - - 0.8 0.8 0.9 0.8 - - - - 3.9 5.4 6.7 6.7

単独処理浄化槽 - - - - 1.8 1.4 0.9 0.7 - - - - 8.4 9.1 7.1 6.0

し尿処理場 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.2 0.1 0.0 0.0

雑排水 - - - - 1.3 1.0 0.7 0.5 - - - - 6.3 6.5 5.1 4.2

小計 (25) (18) (15) (14) 13.5 10.4 9.0 8.8 (60.4) (58.3) (58.3) (61.7) 64.0 68.0 69.8 71.5

産業系指定地域内事業場 - - - - 0.9 0.5 0.4 0.3 - - - - 4.5 3.4 3.3 2.8

下水道（産業系） - - - - 1.2 0.8 0.7 0.7 - - - - 5.6 5.1 5.1 5.8

小規模事業場 - - - - 0.9 0.3 0.2 0.2 - - - - 4.2 1.7 1.7 1.7

未規制事業場 - - - - 0.4 0.3 0.2 0.2 - - - - 2.1 1.7 1.4 1.6

小計 (10) (6) (5) (4) 3.5 1.8 1.4 1.4 (23.1) (21.2) (20.1) (18.7) 16.3 11.8 10.9 11.4

畜産系 - - - - 1.7 1.1 0.4 0.1 - - - - 8.1 7.1 3.0 0.9

 下水道（その他系） - - - - 2.0 1.6 1.5 1.5 - - - - 9.3 10.4 12.0 11.8

 山林 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 0.4 0.5 0.8 0.8

 水田 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 0.3 0.4 0.5 0.4

 畑・果樹園 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.0 - - - - 0.2 0.5 0.4 0.3

 その他の土地 - - - - 0.2 0.2 0.2 0.2 - - - - 1.2 1.6 1.8 2.0

- - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.1 0.1

- - - - 2.4 2.0 2.0 1.9 - - - - 11.3 13 15 15

養殖系 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.3 0.2 0.1 0.1

小計 (7) (6) (6) (5) 4.2 3.1 2.5 2.1 (16.5) (20.5) (21.6) (19.6) 19.7 20.3 19.4 17.1

合計 (41) (30) (26) (23) 21.1 15.3 12.9 12.3 (100) (100) (100) (100) 100 100 100 100

発生源

生
活
系

負荷量（t/日） 負荷比率（％）

産
業
系

そ
の
他
系

系

そ
の
他
土

地
系

土
地
系

廃棄物最終処分地

小計

 

※ 総量削減専門委員会（第１回）資料４－１ 表 1 を更新 

出典）発生負荷量等算定調査（環境省）、平成 8年度瀬戸内海環境管理基本調査（環境庁）、（社）瀬戸内海環境保全協会資料 

注）端数処理の関係で合計値が一致しないことがある。括弧内の値は、関係都府県による推計結果による負荷量を示す。 
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表 2 海域別・発生減別負荷量(窒素・りん)の推移（伊勢湾） 

（窒素） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

下水道（生活系） - - - - 17.8 18.5 17.4 16.9 - - - - 12.5 14.3 14.8 15.3

合併処理浄化槽 - - - - 10.2 9.4 9.8 10.1 - - - - 7.2 7.3 8.3 9.2

単独処理浄化槽 - - - - 17.4 14.9 11.6 9.0 - - - - 12.2 11.5 9.8 8.1

し尿処理場 - - - - 1.3 0.3 0.2 0.1 - - - - 0.9 0.2 0.2 0.1

雑排水 - - - - 12.8 9.8 7.4 5.5 - - - - 9.0 7.6 6.3 5.0

小計 (69) (73) (64) (64) 60 52 47 42 (36.7) (39.5) (38.1) (39.8) 41.9 40.3 39.8 38.2

産業系指定地域内事業場 - - - - 17.2 15.4 11.9 10.7 - - - - 12.1 12.0 10.1 9.7

下水道（産業系） - - - - 3.0 3.1 2.7 5.3 - - - - 2.1 2.4 2.3 4.8

小規模事業場 - - - - 3.9 3.6 4.1 3.9 - - - - 2.7 2.8 3.5 3.5

未規制事業場 - - - - 3.9 3.4 2.9 1.2 - - - - 2.7 2.6 2.5 1.0

小計 (52) (49) (42) (39) 28 26 22 21 (27.7) (26.5) (25.0) (24.2) 19.7 20.2 18.6 19.1

畜産系 - - - - 5.8 2.4 2.0 2.0 - - - - 4.1 1.8 1.7 1.8

 下水道（その他系） - - - - 5.2 6.2 5.9 4.3 - - - - 3.7 4.8 5.0 3.9

 山林 - - - - 19.0 19.0 19.1 18.9 - - - - 13.4 14.8 16.2 17.1

 水田 - - - - 10.0 9.1 8.8 8.6 - - - - 7.1 7.1 7.5 7.8

 畑・果樹園 - - - - 4.6 4.0 4.0 4.0 - - - - 3.2 3.1 3.4 3.7

 その他の土地 - - - - 8.1 8.3 8.4 8.6 - - - - 5.7 6.5 7.2 7.8

- - - - 0.0 0.1 0.1 0.1 - - - - 0.0 0.1 0.1 0.1

- - - - 47 47 46 44 - - - - 33 36 39 40

養殖系 - - - - 1.8 1.5 1.3 1.2 - - - - 1.3 1.2 1.1 1.0

小計 (66) (63) (62) (58) 55 51 49 47 (35.1) (34.1) (36.9) (36.0) 38.4 39.5 41.5 42.7

合計 (188) (185) (168) (161) 142 129 118 110 (100) (100) (100) (100) 100 100 100 100

系 発生源

生
活
系

産
業
系

負荷量（t/日） 負荷比率（％）

廃棄物最終処分地

小計

そ
の
他
系

そ
の
他
土

地
系

土
地
系

 

（りん） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

下水道（生活系） - - - - 1.6 1.1 1.0 1.0 - - - - 10.6 10.4 11.2 12.7

合併処理浄化槽 - - - - 1.1 1.0 1.1 1.1 - - - - 7.3 9.4 11.6 13.4

単独処理浄化槽 - - - - 1.5 1.3 1.0 0.8 - - - - 10.2 12.3 11.3 9.7

し尿処理場 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.4 0.1 0.1 0.1

雑排水 - - - - 2.0 1.6 1.2 0.7 - - - - 13.5 14.4 12.8 8.8

小計 (10) (7) (6) (6) 6.4 5.1 4.3 3.7 (40.2) (32.8) (33.5) (37.0) 42.0 47.2 47.8 45.1

産業系指定地域内事業場 - - - - 1.8 1.3 1.0 0.8 - - - - 11.6 11.8 10.5 9.8

下水道（産業系） - - - - 0.3 0.2 0.2 0.3 - - - - 1.9 1.9 2.2 3.9

小規模事業場 - - - - 1.2 0.9 0.9 0.8 - - - - 7.9 8.3 9.6 9.9

未規制事業場 - - - - 0.9 0.6 0.5 0.4 - - - - 5.7 5.7 5.1 4.4

小計 (7) (7) (5) (5) 4.1 2.9 2.5 2.3 (28.7) (31.9) (28.2) (27.7) 27.1 26.9 27.8 28.0

畜産系 - - - - 2.8 1.1 0.7 0.8 - - - - 18.7 10.2 8.0 9.7

 下水道（その他系） - - - - 0.5 0.4 0.3 0.2 - - - - 3.0 3.4 3.6 3.0

 山林 - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - - 3.3 4.6 5.5 6.0

 水田 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 0.9 1.1 1.3 1.4

 畑・果樹園 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 0.4 0.5 0.6 0.6

 その他の土地 - - - - 0.2 0.2 0.2 0.2 - - - - 1.4 2.0 2.4 2.7

- - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.1 0.1 0.1

- - - - 1.4 1.3 1.2 1.1 - - - - 9.0 12 13 14

養殖系 - - - - 0.5 0.4 0.4 0.3 - - - - 3.1 3.8 3.9 3.9

小計 (8) (7) (7) (6) 4.7 2.8 2.2 2.2 (31.1) (35.3) (38.3) (35.3) 30.9 25.9 24.4 26.8

合計 (24) (20) (19) (17) 15.2 10.8 9.0 8.2 (100) (100) (100) (100) 100 100 100 100

発生源
負荷量（t/日） 負荷比率（％）

生
活
系

産
業
系

系

土
地
系

廃棄物最終処分地

小計

そ
の
他
系

そ
の
他
土

地
系

 

※ 総量削減専門委員会（第１回）資料４－１ 表 2 を更新 

出典）発生負荷量等算定調査（環境省）、平成 8年度瀬戸内海環境管理基本調査（環境庁）、（社）瀬戸内海環境保全協会資料 

注）端数処理の関係で合計値が一致しないことがある。括弧内の値は、関係都府県による推計結果による負荷量を示す。 
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表 3 海域別・発生減別負荷量(窒素・りん)の推移（瀬戸内海） 

（窒素） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

下水道（生活系） - - - - 91.8 85.6 78.3 69.9 - - - - 15.4 18.0 18.2 17.9

合併処理浄化槽 - - - - 18.1 19.8 21.2 23.2 - - - - 3.0 4.2 4.9 5.9

単独処理浄化槽 - - - - 39.9 29.8 24.5 19.0 - - - - 6.7 6.3 5.7 4.8

し尿処理場 - - - - 2.7 0.9 0.5 0.3 - - - - 0.4 0.2 0.1 0.1

雑排水 - - - - 31.6 22.6 17.5 13.2 - - - - 5.3 4.8 4.1 3.4

小計 (189) (188) (201) (205) 184 159 143 125 (28.4) (29.4) (30.6) (29.4) 30.9 33.4 33.0 32.1

産業系指定地域内事業場 - - - - 152.9 83.8 68.1 63.3 - - - - 25.6 17.6 15.8 16.2

下水道（産業系） - - - - 19.9 14.9 13.4 11.4 - - - - 3.3 3.1 3.1 2.9

小規模事業場 - - - - 7.9 6.7 6.3 5.8 - - - - 1.3 1.4 1.5 1.5

未規制事業場 - - - - 11.4 9.7 7.8 6.7 - - - - 1.9 2.0 1.8 1.7

小計 (249) (225) (223) (259) 192 117 95 87 (37.4) (35.2) (34.0) (37.2) 32.2 24.6 21.9 22.3

畜産系 - - - - 35.2 18.0 16.6 14.3 - - - - 5.9 3.8 3.9 3.6

 下水道（その他系） - - - - 20.5 24.9 19.7 17.1 - - - - 3.4 5.2 4.6 4.4

 山林 - - - - 54.5 54.1 54.2 53.6 - - - - 9.1 11.4 12.6 13.7

 水田 - - - - 27.0 25.8 24.9 24.0 - - - - 4.5 5.4 5.8 6.1

 畑・果樹園 - - - - 11.3 10.3 10.6 10.1 - - - - 1.9 2.2 2.5 2.6

 その他の土地 - - - - 23.4 24.5 24.6 25.0 - - - - 3.9 5.1 5.7 6.4

- - - - 0.4 1.4 1.3 0.8 - - - - 0.1 0.3 0.3 0.2

- - - - 137 141 135 131 - - - - 23 30 31 33

養殖系 - - - - 47.7 42.3 40.7 33.6 - - - - 8.0 8.9 9.5 8.6

小計 (228) (226) (232) (233) 220 200 195 178 (34.2) (35.4) (35.4) (33.4) 36.9 42.0 45.0 45.6

合計 (666) (639) (656) (697) 596 476 433 390 (100) (100) (100) (100) 100 100 100 100

系 発生源

生
活
系

産
業
系

負荷量（t/日） 負荷比率（％）

廃棄物最終処分地

小計

そ
の
他
系

そ
の
他
土

地
系

土
地
系

 

（りん） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

下水道（生活系） - - - - 6.5 5.1 5.1 4.7 - - - - 16.0 16.7 18.4 19.2

合併処理浄化槽 - - - - 1.9 2.0 2.1 2.3 - - - - 4.6 6.4 7.5 9.2

単独処理浄化槽 - - - - 3.3 2.4 2.0 1.5 - - - - 8.2 8.0 7.1 6.2

し尿処理場 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.3 0.1 0.1 0.1

雑排水 - - - - 4.1 2.9 2.2 1.7 - - - - 10.2 9.6 8.0 6.8

小計 (30) (19) (17) (17) 15.9 12.4 11.4 10.2 (47.1) (40.6) (38.9) (40.9) 39.3 40.5 40.7 41.5

産業系指定地域内事業場 - - - - 5.8 2.6 2.0 1.9 - - - - 14.3 8.5 7.0 7.5

下水道（産業系） - - - - 1.4 0.9 0.9 0.8 - - - - 3.4 3.1 3.1 3.1

小規模事業場 - - - - 3.0 2.0 1.9 1.8 - - - - 7.4 6.7 6.9 7.1

未規制事業場 - - - - 3.0 2.3 1.7 1.4 - - - - 7.5 7.4 5.9 5.6

小計 (20) (16) (14) (13) 13.2 8.0 6.5 5.7 (32.4) (34.5) (33.3) (32.4) 32.6 26.1 23.2 23.2

畜産系 - - - - 3.2 1.8 2.1 1.8 - - - - 7.9 6.1 7.4 7.3

 下水道（その他系） - - - - 1.4 1.5 1.3 1.1 - - - - 3.4 4.8 4.5 4.3

 山林 - - - - 1.5 1.4 1.4 1.4 - - - - 3.6 4.7 5.2 5.8

 水田 - - - - 0.4 0.3 0.3 0.3 - - - - 0.9 1.1 1.2 1.3

 畑・果樹園 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 0.4 0.4 0.5 0.5

 その他の土地 - - - - 0.6 0.7 0.7 0.7 - - - - 1.6 2.2 2.4 2.7

- - - - 0.0 0.1 0.1 0.0 - - - - 0.1 0.2 0.2 0.1

- - - - 4.0 4.1 3.9 3.6 - - - - 9.8 13 14 15

養殖系 - - - - 4.2 4.3 4.1 3.3 - - - - 10.4 14.0 14.8 13.2

小計 (13) (12) (12) (11) 11.4 10.2 10.1 8.7 (20.5) (24.9) (27.9) (26.8) 28.1 33.3 36.1 35.4

合計 (63) (47) (43) (41) 40.4 30.6 28.0 24.6 (100) (100) (100) (100) 100 100 100 100

発生源
負荷量（t/日） 負荷比率（％）

生
活
系

産
業
系

系

土
地
系

廃棄物最終処分地

小計

そ
の
他
系

そ
の
他
土

地
系

 

※ 総量削減専門委員会（第１回）資料４－１ 表 3 を更新 

出典）発生負荷量等算定調査（環境省）、平成 8年度瀬戸内海環境管理基本調査（環境庁）、（社）瀬戸内海環境保全協会資料 

注）端数処理の関係で合計値が一致しないことがある。括弧内の値は、関係都府県による推計結果による負荷量を示す。 
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表 4 海域別・発生減別負荷量(窒素・りん)の推移（大阪湾） 

（窒素） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

下水道（生活系） - - - - 59.3 56.1 49.9 42.5 - - - - 38.8 46.2 48.0 48.5

合併処理浄化槽 - - - - 4.5 3.0 2.7 2.2 - - - - 2.9 2.5 2.6 2.6

単独処理浄化槽 - - - - 10.4 6.4 4.9 3.7 - - - - 6.8 5.3 4.8 4.2

し尿処理場 - - - - 0.6 0.3 0.1 0.0 - - - - 0.4 0.2 0.1 0.1

雑排水 - - - - 8.2 5.1 3.5 2.4 - - - - 5.4 4.2 3.3 2.8

小計 - (101) (109) (107) 83 71 61 51 - (50.5) (53.0) (55.6) 54.2 58.7 58.7 58.0

産業系指定地域内事業場 - - - - 23.8 7.0 5.2 4.1 - - - - 15.6 5.8 5.0 4.7

下水道（産業系） - - - - 11.4 8.8 7.5 5.9 - - - - 7.5 7.3 7.2 6.7

小規模事業場 - - - - 2.0 1.3 1.1 0.8 - - - - 1.3 1.0 1.1 1.0

未規制事業場 - - - - 2.2 1.6 1.2 1.0 - - - - 1.4 1.3 1.2 1.1

小計 - (58) (49) (46) 39 19 15 11 - (29.3) (23.7) (23.7) 25.8 15.7 14.4 12.5

畜産系 - - - - 2.7 0.8 0.6 0.5 - - - - 1.7 0.6 0.6 0.6

 下水道（その他系） - - - - 14.9 17.7 14.3 11.5 - - - - 9.8 14.6 13.8 13.1

 山林 - - - - 4.2 4.2 4.2 4.1 - - - - 2.7 3.4 4.0 4.6

 水田 - - - - 3.9 3.4 2.9 2.9 - - - - 2.5 2.8 2.8 3.3

 畑・果樹園 - - - - 0.9 0.8 0.7 0.7 - - - - 0.6 0.7 0.7 0.8

 その他の土地 - - - - 4.6 4.6 4.7 4.9 - - - - 3.0 3.8 4.6 5.6

- - - - 0.1 0.3 0.2 0.3 - - - - 0.1 0.3 0.2 0.4

- - - - 28 31 27 24 - - - - 18 26 26 28

養殖系 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0

小計 - (40) (48) (40) 31 31 28 26 - (20.2) (23.3) (20.7) 20.1 25.6 26.9 29.5

合計 - (199) (206) (192) 153 121 104 88 - (100) (100) (100) 100 100 100 100

系 発生源

生
活
系

産
業
系

負荷量（t/日） 負荷比率（％）

廃棄物最終処分地

小計

そ
の
他
系

そ
の
他
土

地
系

土
地
系

 

（りん） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

下水道（生活系） - - - - 4.0 3.2 3.1 2.6 - - - - 33.8 39.8 44.1 45.6

合併処理浄化槽 - - - - 0.5 0.3 0.3 0.3 - - - - 4.6 4.3 4.5 4.5

単独処理浄化槽 - - - - 1.0 0.6 0.4 0.3 - - - - 8.0 6.9 5.9 5.4

し尿処理場 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.3 0.1 0.0 0.1

雑排水 - - - - 1.1 0.7 0.5 0.3 - - - - 9.6 8.8 6.8 5.8

小計 (14) (9) (8) (8) 6.7 5.0 4.4 3.6 (60.8) (56.0) (54.2) (58.0) 56.1 61.0 61.1 62.1

産業系指定地域内事業場 - - - - 1.0 0.2 0.1 0.1 - - - - 8.2 2.6 2.0 1.8

下水道（産業系） - - - - 0.9 0.6 0.5 0.4 - - - - 7.3 7.1 7.2 7.2

小規模事業場 - - - - 0.8 0.4 0.4 0.4 - - - - 6.5 5.2 5.9 6.2

未規制事業場 - - - - 0.8 0.5 0.3 0.2 - - - - 6.9 6.5 4.6 3.8

小計 (6) (4) (4) (4) 3.4 1.7 1.5 1.0 (24.9) (26.7) (26.4) (26.9) 28.8 20.7 20.8 17.2

畜産系 - - - - 0.4 0.2 0.1 0.1 - - - - 3.6 2.0 1.9 2.2

 下水道（その他系） - - - - 1.0 1.0 0.9 0.7 - - - - 8.6 12.8 12.6 11.7

 山林 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 1.1 1.5 1.8 2.1

 水田 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.4 0.5 0.5 0.7

 畑・果樹園 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.2

 その他の土地 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 1.1 1.7 2.0 2.5

- - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1

- - - - 1.3 1.4 1.2 1.0 - - - - 11.3 17 17 17

養殖系 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.2

小計 (3) (3) (3) (2) 1.8 1.5 1.3 1.2 (14.3) (17.2) (19.4) (15.1) 15.1 18.3 18.1 20.7

合計 (23) (17) (14) (13) 11.9 8.2 7.2 5.8 (100) (100) (100) (100) 100 100 100 100

発生源
負荷量（t/日） 負荷比率（％）

生
活
系

産
業
系

系

土
地
系

廃棄物最終処分地

小計

そ
の
他
系

そ
の
他
土

地
系

 

※ 総量削減専門委員会（第１回）資料４－１ 表 4 を更新 

出典）発生負荷量等算定調査（環境省）、平成 8年度瀬戸内海環境管理基本調査（環境庁）、（社）瀬戸内海環境保全協会資料 

注）端数処理の関係で合計値が一致しないことがある。括弧内の値は、関係都府県による推計結果による負荷量を示す。 
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表 5 海域別・発生減別負荷量(窒素・りん)の推移（大阪湾を除く瀬戸内海） 

（窒素） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

下水道（生活系） - - - - 32.5 29.5 28.3 27.4 - - - - 7.3 8.4 8.7 9.0

合併処理浄化槽 - - - - 13.6 16.8 18.4 20.9 - - - - 3.1 4.7 5.7 6.9

単独処理浄化槽 - - - - 29.5 23.4 19.6 15.3 - - - - 6.6 6.6 6.0 5.0

し尿処理場 - - - - 2.1 0.7 0.4 0.2 - - - - 0.5 0.2 0.1 0.1

雑排水 - - - - 23.4 17.5 14.0 10.8 - - - - 5.3 4.9 4.3 3.6

小計 - (91) (95) (100) 101 88 82 74 - (18.9) (19.3) (20.0) 22.8 24.8 24.9 24.5

産業系指定地域内事業場 - - - - 129.1 76.8 62.9 59.1 - - - - 29.1 21.7 19.3 19.5

下水道（産業系） - - - - 8.5 6.1 5.9 5.5 - - - - 1.9 1.7 1.8 1.8

小規模事業場 - - - - 5.9 5.5 5.2 4.9 - - - - 1.3 1.5 1.6 1.6

未規制事業場 - - - - 9.2 8.1 6.6 5.7 - - - - 2.1 2.3 2.0 1.9

小計 - (166) (174) (213) 153 98 80 76 - (34.4) (35.2) (42.3) 34.4 27.6 24.3 25.2

畜産系 - - - - 32.5 17.2 16.0 13.8 - - - - 7.3 4.9 4.9 4.5

 下水道（その他系） - - - - 5.5 7.2 5.4 5.6 - - - - 1.2 2.0 1.7 1.8

 山林 - - - - 50.4 49.9 50.0 49.5 - - - - 11.4 14.1 15.3 16.3

 水田 - - - - 23.1 22.5 21.9 21.1 - - - - 5.2 6.3 6.7 7.0

 畑・果樹園 - - - - 10.3 9.5 9.9 9.4 - - - - 2.3 2.7 3.0 3.1

 その他の土地 - - - - 18.8 19.9 19.8 20.2 - - - - 4.2 5.6 6.1 6.6

- - - - 0.3 1.1 1.1 0.5 - - - - 0.1 0.3 0.3 0.2

- - - - 109 110 108 106 - - - - 25 31 33 35

養殖系 - - - - 47.7 42.2 40.6 33.6 - - - - 10.8 11.9 12.5 11.1

小計 - (226) (225) (189) 189 169 167 152 - (46.7) (45.5) (37.7) 42.7 47.6 50.8 50.3

合計 - (483) (494) (503) 443 355 329 302 - (100) (100) (100) 100 100 100 100

系 発生源

生
活
系

産
業
系

負荷量（t/日） 負荷比率（％）

廃棄物最終処分地

小計

そ
の
他
系

そ
の
他
土

地
系

土
地
系

 

（りん） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

下水道（生活系） - - - - 2.4 1.8 2.0 2.1 - - - - 8.6 8.3 9.6 11.1

合併処理浄化槽 - - - - 1.3 1.6 1.8 2.0 - - - - 4.7 7.2 8.5 10.6

単独処理浄化槽 - - - - 2.3 1.9 1.6 1.2 - - - - 8.2 8.4 7.5 6.5

し尿処理場 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.4 0.1 0.1 0.0

雑排水 - - - - 3.0 2.2 1.8 1.3 - - - - 10.5 9.9 8.4 7.1

小計 (16) (10) (9) (9) 9.2 7.4 7.0 6.6 (40.9) (30.1) (29.5) (34.9) 32.4 33.0 33.7 35.1

産業系指定地域内事業場 - - - - 4.8 2.4 1.8 1.8 - - - - 16.9 10.7 8.7 9.3

下水道（産業系） - - - - 0.5 0.4 0.4 0.4 - - - - 1.8 1.6 1.8 1.9

小規模事業場 - - - - 2.2 1.6 1.5 1.4 - - - - 7.7 7.2 7.2 7.4

未規制事業場 - - - - 2.2 1.7 1.3 1.2 - - - - 7.7 7.8 6.4 6.1

小計 (15) (13) (11) (10) 9.7 6.3 5.0 4.7 (39.2) (39.4) (36.0) (40.1) 34.1 28.1 24.0 25.0

畜産系 - - - - 2.8 1.7 1.9 1.7 - - - - 9.7 7.5 9.3 8.8

 下水道（その他系） - - - - 0.3 0.4 0.4 0.4 - - - - 1.2 1.9 1.8 2.0

 山林 - - - - 1.3 1.3 1.3 1.3 - - - - 4.6 5.9 6.3 6.9

 水田 - - - - 0.3 0.3 0.3 0.3 - - - - 1.1 1.3 1.4 1.5

 畑・果樹園 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 0.5 0.6 0.6 0.7

 その他の土地 - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - - 1.7 2.3 2.5 2.8

- - - - 0.0 0.1 0.1 0.0 - - - - 0.0 0.3 0.3 0.2

- - - - 2.6 2.7 2.7 2.6 - - - - 9.2 12 13 14

養殖系 - - - - 4.2 4.2 4.1 3.3 - - - - 14.6 19.0 19.7 17.2

小計 (8) (10) (10) (6) 9.6 8.7 8.8 7.5 (19.9) (30.5) (34.4) (25.0) 33.5 38.8 42.3 39.9

合計 (38) (32) (30) (26) 28.5 22.4 20.8 18.8 (100) (100) (100) (100) 100 100 100 100

発生源
負荷量（t/日） 負荷比率（％）

生
活
系

産
業
系

系

土
地
系

廃棄物最終処分地

小計

そ
の
他
系

そ
の
他
土

地
系

 

※ 総量削減専門委員会（第１回）資料４－１ 表 5 を更新 

出典）発生負荷量等算定調査（環境省）、平成 8年度瀬戸内海環境管理基本調査（環境庁）、（社）瀬戸内海環境保全協会資料 

注）端数処理の関係で合計値が一致しないことがある。括弧内の値は、関係都府県による推計結果による負荷量を示す。 
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また、指定地域内事業場における発生負荷量等の推移について、以下のとおり窒素・

りんのデータを整理した（表 6～15）。 

表 6 指定地域内事業場ごとの窒素負荷量及び平均水質の推移（東京湾） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

- - - - 165.6 135.2 125.2 116.7 - - - - 16.5 13.1 12.0 11.4

合併処理浄化槽 - - - - 3.0 2.0 1.4 1.3 - - - - 15.5 14.9 15.5 15.2

単独処理浄化槽 - - - - 0.1 0.1 0.0 0.0 - - - - 45.1 75.0 80.5 94.6

し尿処理場 - - - - 0.5 0.2 0.1 0.0 - - - - 14.7 8.8 5.7 5.2

食料品等製造業 - - - - 1.8 1.1 0.8 0.4 - - - - 17.5 11.7 8.8 3.9

繊維工業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 7.8 3.4 7.8 6.6

パルプ・紙・紙加工品製造業 - - - - 1.1 0.6 0.5 0.4 - - - - 4.6 3.4 3.5 3.3

化学工業 - - - - 5.2 4.5 3.3 2.8 - - - - 17.9 17.9 14.0 13.3

石油製品・石炭製品製造業 - - - - 4.0 4.0 2.1 1.9 - - - - 46.7 32.7 16.5 16.0

鉄鋼業 - - - - 9.2 4.2 5.6 4.9 - - - - 64.2 26.9 34.5 29.4

その他の指定地域内事業場 - - - - 3.9 2.8 2.0 1.4 - - - - 12.4 11.7 10.7 8.2

その
他系 畜産農業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 28.1 0.0 25.6 12.0

- - - - 194.5 154.7 141.0 129.8 - - - - 17.0 13.5 12.3 11.6

指定地域内事業場

東京湾

負荷量（t/日） 平均水質（mg/L)

下水処理場(注)

生
活
系

産
業
系

計
 

注 1）下水処理場の負荷量には、生活系だけではなく、産業系、その他系も含まれている。 

注 2）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 

 

表 7 指定地域内事業場ごとのりん負荷量及び平均水質の推移（東京湾） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

- - - - 12.7 9.5 8.8 8.9 - - - - 1.3 0.9 0.8 0.9

合併処理浄化槽 - - - - 0.3 0.2 0.2 0.2 - - - - 1.7 1.6 1.7 1.9

単独処理浄化槽 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 5.0 8.1 9.0 10.3

し尿処理場 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.0 0.5 0.1 0.2

食料品等製造業 - - - - 0.2 0.1 0.1 0.1 - - - - 1.5 0.9 0.8 0.7

繊維工業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.4 0.7 1.6 1.5

パルプ・紙・紙加工品製造業 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.3 0.2 0.3 0.2

化学工業 - - - - 0.3 0.1 0.1 0.1 - - - - 0.9 0.6 0.4 0.4

石油製品・石炭製品製造業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.2 0.3 0.3 0.3

鉄鋼業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1

その他の指定地域内事業場 - - - - 0.4 0.2 0.2 0.1 - - - - 1.3 0.8 0.9 0.7

その
他系 畜産農業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.8 0.0 3.6 2.4

- - - - 14.0 10.1 9.4 9.4 - - - - 1.2 0.9 0.8 0.8

指定地域内事業場

東京湾

負荷量（t/日） 平均水質（mg/L)

下水処理場(注)

生
活
系

産
業
系

計
 

注 1）下水処理場の負荷量には、生活系だけではなく、産業系、その他系も含まれている。 

注 2）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。
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表 8 指定地域内事業場ごとの窒素負荷量及び平均水質の推移（伊勢湾） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

- - - - 26.1 27.8 26.0 26.5 - - - - 12.5 10.9 9.8 9.6

合併処理浄化槽 - - - - 4.1 3.4 2.7 2.2 - - - - 15.5 13.4 12.9 11.9

単独処理浄化槽 - - - - 0.6 0.3 0.3 0.3 - - - - 66.6 58.9 59.0 82.5

し尿処理場 - - - - 1.3 0.3 0.2 0.1 - - - - 27.9 9.6 6.7 5.6

食料品等製造業 - - - - 1.0 0.9 0.8 0.6 - - - - 5.6 5.2 5.5 5.0

繊維工業 - - - - 2.3 1.0 0.6 0.4 - - - - 15.4 8.1 4.7 4.0

パルプ・紙・紙加工品製造業 - - - - 2.4 1.5 1.3 1.2 - - - - 5.4 3.5 3.3 3.0

化学工業 - - - - 5.5 4.9 3.7 3.1 - - - - 12.4 11.2 8.2 7.9

石油製品・石炭製品製造業 - - - - 0.4 0.3 0.2 0.2 - - - - 12.1 9.1 6.0 8.6

鉄鋼業 - - - - 1.2 3.3 2.3 2.3 - - - - 7.7 22.5 13.8 17.6

その他の指定地域内事業場 - - - - 4.4 3.6 3.1 2.8 - - - - 7.7 6.6 6.4 5.8

その

他系 畜産農業 - - - - 0.6 0.4 0.3 0.3 - - - - 107.7 76.7 68.9 84.4

- - - - 49.9 47.7 41.5 40.0 - - - - 11.3 10.1 8.8 8.7

下水処理場(注)

生
活
系

産
業
系

計

指定地域内事業場

伊勢湾

負荷量（t/日） 平均水質（mg/L)

 
注 1）下水処理場の負荷量には、生活系だけではなく、産業系、その他系も含まれている。 

注 2）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 

 

表 9 指定地域内事業場ごとのりん負荷量及び平均水質の推移（伊勢湾） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

- - - - 2.4 1.7 1.5 1.6 - - - - 1.1 0.7 0.6 0.6

合併処理浄化槽 - - - - 0.5 0.4 0.4 0.3 - - - - 1.9 1.6 1.8 1.9

単独処理浄化槽 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 6.7 6.3 5.3 7.4

し尿処理場 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.4 0.3 0.4 0.4

食料品等製造業 - - - - 0.3 0.2 0.2 0.1 - - - - 1.5 1.4 1.3 1.1

繊維工業 - - - - 0.2 0.1 0.1 0.0 - - - - 1.4 0.9 0.5 0.4

パルプ・紙・紙加工品製造業 - - - - 0.2 0.2 0.1 0.1 - - - - 0.4 0.4 0.2 0.2

化学工業 - - - - 0.5 0.3 0.3 0.2 - - - - 1.1 0.8 0.6 0.6

石油製品・石炭製品製造業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.3 0.2 0.2 0.1

鉄鋼業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.1 0.3 0.1 0.2

その他の指定地域内事業場 - - - - 0.6 0.4 0.3 0.3 - - - - 1.0 0.7 0.6 0.5

その

他系 畜産農業 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 15.3 13.4 12.7 16.7

- - - - 4.8 3.4 3.0 2.7 - - - - 1.1 0.7 0.6 0.6

下水処理場(注)

生
活
系

産
業
系

計

指定地域内事業場

伊勢湾

負荷量（t/日） 平均水質（mg/L)

 
注 1）下水処理場の負荷量には、生活系だけではなく、産業系、その他系も含まれている。 

注 2）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 
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表 10 指定地域内事業場ごとの窒素負荷量及び平均水質の推移（瀬戸内海） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

- - - - 132.2 125.4 111.4 98.4 - - - - 14.1 12.3 11.2 10.1

合併処理浄化槽 - - - - 9.2 5.4 4.8 3.7 - - - - 21.2 15.0 15.7 14.5

単独処理浄化槽 - - - - 1.4 0.5 0.4 0.2 - - - - 109.3 108.4 112.2 109.8

し尿処理場 - - - - 2.7 0.9 0.5 0.3 - - - - 23.5 10.3 8.6 6.3

食料品等製造業 - - - - 3.5 1.7 1.6 1.6 - - - - 12.7 7.2 7.8 7.8

繊維工業 - - - - 3.5 1.4 2.0 3.7 - - - - 19.9 11.1 5.5 9.1

パルプ・紙・紙加工品製造業 - - - - 6.0 3.8 3.2 3.1 - - - - 3.6 2.4 2.2 2.2

化学工業 - - - - 62.0 36.6 22.2 17.6 - - - - 30.1 20.1 15.7 13.8

石油製品・石炭製品製造業 - - - - 23.6 12.0 12.2 9.8 - - - - 161.8 88.3 110.0 91.8

鉄鋼業 - - - - 40.6 23.0 22.4 23.8 - - - - 36.9 20.9 21.5 20.3

その他の指定地域内事業場 - - - - 13.6 5.4 4.4 3.8 - - - - 19.9 10.0 9.3 8.5

その
他系 畜産農業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 26.2 40.0 53.2 62.7

- - - - 298.4 216.1 185.1 166.0 - - - - 18.6 13.4 12.1 11.1

指定地域内事業場

瀬戸内海

負荷量（t/日） 平均水質（mg/L)

下水処理場(注)

生
活
系

産
業
系

計
 

注 1）下水処理場の負荷量には、生活系だけではなく、産業系、その他系も含まれている。 

注 2）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 

 

表 11 指定地域内事業場ごとのりん負荷量及び平均水質の推移（瀬戸内海） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

- - - - 9.2 7.5 7.3 6.6 - - - - 1.0 0.7 0.7 0.7

合併処理浄化槽 - - - - 1.0 0.6 0.6 0.5 - - - - 2.4 1.7 1.9 1.9

単独処理浄化槽 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 10.2 8.5 9.1 9.6

し尿処理場 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.2 0.3 0.3 0.3

食料品等製造業 - - - - 0.7 0.3 0.2 0.2 - - - - 2.7 1.1 0.9 0.9

繊維工業 - - - - 0.4 0.1 0.2 0.2 - - - - 2.3 1.1 0.4 0.4

パルプ・紙・紙加工品製造業 - - - - 0.6 0.5 0.4 0.4 - - - - 0.4 0.3 0.3 0.3

化学工業 - - - - 2.2 1.0 0.6 0.6 - - - - 1.1 0.6 0.4 0.5

石油製品・石炭製品製造業 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.7 0.3 0.3 0.4

鉄鋼業 - - - - 0.6 0.2 0.2 0.1 - - - - 0.6 0.2 0.2 0.1

その他の指定地域内事業場 - - - - 1.1 0.5 0.4 0.3 - - - - 1.6 0.9 0.8 0.7

その
他系 畜産農業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 9.4 5.7 7.4 8.4

- - - - 16.3 10.7 9.9 8.9 - - - - 1.0 0.7 0.6 0.6

指定地域内事業場

瀬戸内海

負荷量（t/日） 平均水質（mg/L)

下水処理場(注)

生
活
系

産
業
系

計
 

注 1）下水処理場の負荷量には、生活系だけではなく、産業系、その他系も含まれている。 

注 2）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 
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表 12 指定地域内事業場ごとの窒素負荷量及び平均水質の推移（大阪湾） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

- - - - 85.7 82.6 71.7 59.8 - - - - 13.7 12.1 10.8 9.6

合併処理浄化槽 - - - - 3.1 1.3 0.8 0.6 - - - - 20.7 14.8 12.9 14.1

単独処理浄化槽 - - - - 0.6 0.0 0.1 0.1 - - - - 87.6 69.8 110.4 137.8

し尿処理場 - - - - 0.6 0.3 0.1 0.0 - - - - 20.4 12.8 7.4 4.8

食料品等製造業 - - - - 0.3 0.1 0.1 0.1 - - - - 9.6 4.0 4.5 3.9

繊維工業 - - - - 0.7 0.2 0.2 0.2 - - - - 17.4 7.3 4.1 5.7

パルプ・紙・紙加工品製造業 - - - - 0.3 0.0 0.0 0.0 - - - - 8.1 2.1 1.5 1.2

化学工業 - - - - 15.2 4.2 3.2 2.9 - - - - 148.9 40.6 51.6 49.6

石油製品・石炭製品製造業 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - 8.5 5.4 3.9 4.6

鉄鋼業 - - - - 3.3 1.0 0.8 0.5 - - - - 46.1 15.8 13.6 7.9

その他の指定地域内事業場 - - - - 3.8 1.3 0.8 0.3 - - - - 28.7 13.9 10.4 6.0

その
他系 畜産農業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0

- - - - 113.8 91.1 77.9 64.6 - - - - 16.6 12.5 11.1 9.8

大阪湾

負荷量（t/日） 平均水質（mg/L)

下水処理場(注)

生
活
系

産
業
系

計

指定地域内事業場

 
注 1）下水処理場の負荷量には、生活系だけではなく、産業系、その他系も含まれている。 

注 2）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 

 

表 13 指定地域内事業場ごとのりん負荷量及び平均水質の推移（大阪湾） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

- - - - 5.9 4.9 4.5 3.7 - - - - 0.9 0.7 0.7 0.6

合併処理浄化槽 - - - - 0.4 0.2 0.1 0.1 - - - - 2.6 1.7 1.5 1.8

単独処理浄化槽 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 9.7 6.1 7.5 11.0

し尿処理場 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.0 0.6 0.3 0.5

食料品等製造業 - - - - 0.2 0.0 0.0 0.0 - - - - 6.2 0.9 0.8 0.5

繊維工業 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3 1.0 0.3 0.4

パルプ・紙・紙加工品製造業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.5 0.1 0.0 0.1

化学工業 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.4 0.4 0.4 0.4

石油製品・石炭製品製造業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.1 0.2 0.2 0.1

鉄鋼業 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.7 0.2 0.2 0.1

その他の指定地域内事業場 - - - - 0.3 0.1 0.1 0.0 - - - - 2.5 1.0 0.8 0.8

その
他系 畜産農業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0

- - - - 7.4 5.2 4.7 3.8 - - - - 1.1 0.7 0.7 0.6

大阪湾

負荷量（t/日） 平均水質（mg/L)

下水処理場(注)

生
活
系

産
業
系

計

指定地域内事業場

 
注 1）下水処理場の負荷量には、生活系だけではなく、産業系、その他系も含まれている。 

注 2）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 
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表 14 指定地域内事業場ごとの窒素負荷量及び平均水質の推移（大阪湾を除く瀬戸内海） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

- - - - 46.5 42.9 39.6 38.5 - - - - 15.0 12.8 12.0 11.2

合併処理浄化槽 - - - - 6.1 4.1 4.0 3.2 - - - - 21.4 15.0 16.4 14.6

単独処理浄化槽 - - - - 0.9 0.5 0.4 0.2 - - - - 130.1 115.0 112.5 103.3

し尿処理場 - - - - 2.1 0.7 0.4 0.2 - - - - 24.5 9.6 8.9 6.7

食料品等製造業 - - - - 3.2 1.6 1.5 1.5 - - - - 13.2 7.7 8.3 8.3

繊維工業 - - - - 2.8 1.2 1.9 3.5 - - - - 20.5 12.2 5.7 9.5

パルプ・紙・紙加工品製造業 - - - - 5.7 3.7 3.2 3.0 - - - - 3.5 2.4 2.2 2.2

化学工業 - - - - 46.8 32.4 19.0 14.7 - - - - 23.9 18.8 14.0 12.0

石油製品・石炭製品製造業 - - - - 23.5 11.9 12.1 9.7 - - - - 182.1 103.7 135.7 118.4

鉄鋼業 - - - - 37.3 22.0 21.6 23.3 - - - - 36.3 21.2 22.0 21.0

その他の指定地域内事業場 - - - - 9.8 4.1 3.6 3.4 - - - - 17.7 9.1 9.1 8.9

その
他系 畜産農業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 26.2 40.0 53.2 62.7

- - - - 184.6 125.1 107.3 101.2 - - - - 20.2 14.0 12.8 12.0

指定地域内事業場

大阪湾を除く瀬戸内海

負荷量（t/日） 平均水質（mg/L)

下水処理場(注)

生
活
系

産
業
系

計
 

注 1）下水処理場の負荷量には、生活系だけではなく、産業系、その他系も含まれている。 

注 2）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 

 

表 15 指定地域内事業場ごとのりん負荷量及び平均水質の推移（大阪湾を除く瀬戸内海） 

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26 S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

- - - - 3.3 2.6 2.7 2.8 - - - - 1.1 0.8 0.8 0.8

合併処理浄化槽 - - - - 0.7 0.5 0.5 0.4 - - - - 2.3 1.7 2.0 2.0

単独処理浄化槽 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 10.6 8.9 9.4 9.3

し尿処理場 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.2 0.3 0.3 0.2

食料品等製造業 - - - - 0.5 0.2 0.2 0.2 - - - - 2.2 1.1 0.9 1.0

繊維工業 - - - - 0.3 0.1 0.1 0.1 - - - - 2.0 1.2 0.4 0.4

パルプ・紙・紙加工品製造業 - - - - 0.6 0.5 0.4 0.4 - - - - 0.4 0.3 0.3 0.3

化学工業 - - - - 2.1 1.0 0.6 0.6 - - - - 1.1 0.6 0.4 0.5

石油製品・石炭製品製造業 - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.8 0.3 0.4 0.4

鉄鋼業 - - - - 0.5 0.2 0.2 0.1 - - - - 0.5 0.2 0.2 0.1

その他の指定地域内事業場 - - - - 0.7 0.4 0.3 0.3 - - - - 1.3 0.9 0.8 0.7

その
他系 畜産農業 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 9.4 5.7 7.4 8.4

- - - - 8.9 5.5 5.0 4.9 - - - - 1.0 0.6 0.6 0.6

指定地域内事業場

大阪湾を除く瀬戸内海

負荷量（t/日） 平均水質（mg/L)

下水処理場(注)

生
活
系

産
業
系

計
 

注 1）下水処理場の負荷量には、生活系だけではなく、産業系、その他系も含まれている。 

注 2）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 
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1-2. 閉鎖性海域における難分解性有機物について 

 

主に閉鎖性海域（一部それら海域に流入する河川、その他海域、湖沼）における難分

解性有機物に関する知見を以下のとおり整理した。 

【難分解性有機物の比率】 

有機物量全体に対する難分解性有機物の比率（残存率）は、総じて 40～100％とさ

れており、その由来により季節や調査位置で異なる傾向が示された。 

 

【難分解性有機物の由来】 

難分解性有機物の由来としては、内部生産由来（大阪湾 9)、11)、琵琶湖 16)）、河川水

中の腐食物質（大阪湾 10)、広島湾 6))、下水処理水（大阪市内河川 11)）、製紙業等工場

排水及び底質からの溶出（愛媛県沿岸域 8)）とされており、また、伊勢湾では外海から

湾内の中底層に 1.0mg/L の難分解性有機物の流入がある 12)とされている。 

なお、発生源別生分解試験による難分解性比率は、0.16（雑排水）～0.78（し尿処理

場）であり、発生源により異なる 16)とされている。 

 

【経年変化】 

難分解性有機物の経年的な変化としては、増加傾向にある（大阪湾流入河川 5)、三河

湾 13)、八代海 14)、琵琶湖 16)）とされている（いずれの事例も BOD と COD との比率

による）。 

 

【季節変化】 

愛媛県沿岸域では夏季・秋季に高く、冬季・春季に低い傾向（難分解性有機物由来の

COD（105 日目の COD）8)）（図 1）、広島湾流入河川では春季～夏季に高い傾向（土

砂由来のフミン物質等による（UV260/DOC）6)）（図 2）、大阪湾では 100 日生分解後

の残存率の割合が夏季に比べて冬季で高い傾向（夏季の方が生分解を受けやすい有機物

を多く含む）3)（図 3）など、海域や時期、その由来等により異なる傾向がみられた。 

 

 【分布】 

有機物量全体に対する難分解性有機物の比率（残存率）は、武庫川（大阪湾流入河川）

では一様、大阪湾の沿岸から沖合にかけて高くなる傾向（沖合に至るまでに生分解が進

むことによる 3)）（図 3）、大阪湾での E260/DOC の結果では沖合ほど低い傾向（陸域に

近いほど下水処理水の影響、沖合ほど内部生産の影響を受けている 11)）（図 4）、広島

湾では塩分と負の相関（沖合で低い。流入河川からの土壌由来の難分解性有機物が拡

散・希釈されている 6)）（図 5）とあり、海域、時期、由来により様々な結果が示され

ている。 

 

以上より、閉鎖性海域を中心とした難分解性有機物の知見では、難分解性有機物の有

機物全体に占める割合は増加傾向にあり、概ね有機物量の半分以上を占めていること、
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その由来としては内部生産や河川由来の腐食物質、処理場等からの処理水、外洋水等が

挙げられた。 

 

※ 難分解性有機物の指標 

難分解性有機物の指標としては、概ね以下の値が用いられていた。 

・長期(100日間等)生分解後に残存する有機物量(COD、TOC) 

・難分解性有機物の CNP比(＝3511：202：1)へのあてはめ (易分解性は 199：20：1) 

・COD/BOD、C-BOD/TOC 

・UV260/DOC(260nmの吸光度は難分解性有機物(フミン質等)と正の相関がみられる) 

(なお、UV260/DOCは、土壌起源の腐植質(芳香族性有機物)で大きく、内部生産由来(脂

肪族性有機物)で低い) 

 
(愛媛県沿岸域 10 地点の平均) 

 

図 1 難分解性有機物由来の COD(105日目の COD)及び水温の変動(愛媛県沿岸)8) 

 

 

 

図 2 UV260/DOCの季節変化(広島湾)6) 
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図 3 長期生分解後の地点別 TOC,COD(武庫川・大阪湾)6) 

 

 

図 4 E260/DOCの年平均値(大阪市内海域)11) 
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図 5 UV260/DOCと塩分との関係(広島湾)6) 
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1-3. 単独処理浄化槽における CODの平均水質について 

 

単独処理浄化槽の COD 負荷の平均水質濃度が経年的に上昇（表 16～18）している

原因について、以下のとおり整理・考察した。 

単独処理浄化槽は、汚濁負荷の大きい雑排水を未処理で放流するだけでなく、合併処

理浄化槽に比べて除去率が低く汚濁負荷も大きいことから、平成 12 年の浄化槽法の改

正により平成 13 年 4 月以降は、合併処理浄化槽の設置が原則として義務づけられるこ

ととなった。また、既存の単独処理浄化槽において老朽化による破損や漏水等の事例も

報告されている（図 6）ことから、合併処理浄化槽への転換が進められているところ。 

単独処理浄化槽の負荷量のうち、日平均排水量 50 m3 以上の事業場の平均水質濃度

は、伊勢湾、大阪湾等の一部の水域において上昇傾向がみられる（表 19）。施設の老

朽化による処理能力の低下が平均水質濃度の上昇の一因として示唆される。このほか、

事業場数の減少により、排水濃度が高く設定されている日平均排水量 50 m3 未満の特

定事業場が占める割合が増加し、全体の負荷量が減少し、かつ、平均水質の値が高くな

ったものと考えられる。 

 

表 16 指定地域内事業場ごとのＣＯＤ負荷量及び平均水質の推移（東京湾）（抜粋） 

 

注）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 

 

 

表 17 指定地域内事業場ごとのＣＯＤ負荷量及び平均水質の推移（伊勢湾）（抜粋） 

 

注）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 
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表 18 指定地域内事業場ごとのＣＯＤ負荷量及び平均水質の推移（大阪湾）（抜粋） 

 

注）合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の負荷量には、日平均排水量 50 m3未満の特定事業場も含まれている。 

 

 

注）令和元年度浄化槽の指導普及に関する調査に基づく 

図 6 破損又は変形、漏水の指摘状況 

 

表 19 日平均排水量 50 m3以上の単独処理浄化槽の COD負荷量及び平均水質の推移 

  H16 H21 H26 

東京湾 

負荷量（kg/日） 10 7 0 

平均水質（mg/L） 18.2 35.2 0.0 

事業場数 11 6 1 

伊勢湾 

負荷量（kg/日） 61 40 29 

平均水質（mg/L） 16.2 15.2 22.1 

事業場数 42 26 22 

大阪湾 

負荷量（kg/日） 13 6 1 

平均水質（mg/L） 26.8 21.4 55.6 

事業場数 4 2 2 

出典）発生負荷量等算定調査（環境省） 
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1-4. 発生負荷量等算定調査における原単位について 

 

発生負荷量等算定調査において、土地系発生源による負荷量は、以下の原単位を用い

て算出している（表 20）。 

表 20 発生負荷量等算定調査における土地系の負荷量原単位 

COD T-N T-P COD T-N T-P COD T-N T-P COD T-N T-P
埼玉県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
千葉県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
東京都 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50

神奈川県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
岐阜県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
愛知県 2.5 19.0 0.50 17.5 66.6 0.88 10.0 66.6 0.88 10.0 19.0 0.50
三重県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
京都府 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
大阪府 2.5 7.6 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 14.6 0.50
兵庫県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
奈良県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50

和歌山県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
岡山県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
広島県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
山口県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
徳島県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
香川県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
愛媛県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
福岡県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50
大分県 2.5 19.0 0.50 17.5 76.0 1.00 10.0 76.0 1.00 10.0 19.0 0.50

都道府県名

土地系
山林 水田 畑・果樹園 その他

負荷量原単位
（g/ha日）

負荷量原単位
（g/ha日）

負荷量原単位
（g/ha日）

負荷量原単位
（g/ha日）

 

出典）発生負荷量等算定調査（環境省） 
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1-5. 水環境の現状（底層溶存酸素量、貧酸素水塊、クロロフィル a）について 

 

1-5-1. 東京湾における底層溶存酸素量について 

東京湾における底層溶存酸素量の分布について、2 mg/L 以下の、特に濃度の低い領

域が縮小しているとの指摘事項に関して、以下のとおり整理した。 

昭和 58 年頃と近年の夏季の底層ＤＯ（溶存酸素量）の水平分布図を比較すると、東

京湾では、湾奥部の一部で底層ＤＯ濃度が上昇した水域が見られるものの、2 mg/L 以

下の特に濃度の低い水域の面積は大幅に縮小した。一方、湾奥部全体として 4 mg/L 以

下の範囲は大きな変化が見られない。 

 

 

 

出典）昭和 57～59年度は「広域総合水質調査」（環境省）、平成 28～30年度は「広域総合水質調査」（環境省）

及び「公共用水域水質測定結果」（環境省）の基準点より作成 

注）平成 28～30年度の分布図は、昭和 57～59年度の分布図に比べて作成に用いた測定点数が多い。また、水

質水平分布図の作成における地点間補間については、地点間の内外を問わず、拡散方程式に従った空間補

間を行った。 

 

図 7 総量削減開始当時と近年における夏季底層ＤＯ濃度分布の比較（東京湾） 

 

昭和 57～59 年度の平均 平成 28～30 年度の平均 
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1-5-2. 東京湾における貧酸素水塊の発生状況について 

東京湾における貧酸素水塊の発生状況について、年最大規模が近年縮小傾向にある旨

が出典元に記載されているとの指摘事項に関して、以下のとおり整理した。 

東京湾では関係都県等の調査によって、夏季の底層を中心に大規模な貧酸素水塊の存

在が確認されている（図 8）。なお、貧酸素水塊の年最大の規模については、近年、縮

小傾向にある（図 9）。 

 

4 月 3 日 

 

4 月 17 日 

 

5 月 11 日 

 

5 月 22 日 

 

5 月 29 日 

 

6 月 6 日 

 

6 月 12 日 

 

6 月 21 日 

 

6 月 26 日 

 

7 月 2 日 

 

7 月 10 日 

 

7 月 17 日 

 

7 月 24 日 

 

8 月 1 日 

 

8 月 6 日 

 

8 月 28 日 

 

出典）千葉県水産総合研究センター資料 

注）底層溶存酸素量は底上１mの値を示す。 

 

図 8(1) 東京湾底層における貧酸素水塊発生状況（平成 30年 4月～8月） 
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8 月 30 日 

 

9 月 11 日 

 

9 月 12 日 

 

9 月 18 日 

 

9 月 25 日 

 

10 月 3 日 

 

10 月 9 日 

 

10 月 15 日 

 

10 月 23 日 

 

10 月 29 日 

 

11 月 5 日 

 

11 月 19 日 

 

12 月 3 日 

 

12 月 17 日 

 

  

出典）千葉県水産総合研究センター資料 

注）底層溶存酸素量は底上１mの値を示す。 

 

 図 8(2) 東京湾底層における貧酸素水塊発生状況（平成 30年 8月～12月） 

 

 

出典）千葉県水産総合研究センター資料 

 

図 9 東京湾における貧酸素水塊の

年最大規模の経年変化 
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1-5-3. クロロフィル aの推移 

クロロフィル a について、平均濃度の推移だけでなく高濃度のクロロフィル a の出

現の有無についても評価すべき、との指摘を踏まえ、広域総合水質調査におけるクロロ

フィル a の月別の最大値及び平均値の推移を湾別に示した図を以下に示す（図 10）。 

瀬戸内海及び大阪湾においては、クロロフィル a 濃度の最大値の低下がみられるが、

東京湾及び伊勢湾では、大きな変化はみられない。 
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出典）広域総合水質調査（環境省）より作成 

図 10(1) 指定水域別のクロロフィル a濃度（月別最大値及び平均値）の推移 
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出典）広域総合水質調査（環境省）より作成 

図 10(2) 指定水域別のクロロフィル a濃度（月別最大値及び平均値）の推移 
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1-6. 各指定水域における漁獲量について1 

 

各指定水域における漁獲量のデータは次のとおり。 

1-6-1. 東京湾 

東京湾における漁獲量は、漁業・養殖業生産統計年報から集計した。漁獲量は、神奈

川県、東京都、千葉県の県合計漁獲量から、内湾漁業では漁獲機会が少ない種を除き湾

内で主に漁獲されている種を抽出し整理した（図 11）。また、魚種によって生活史や

食性が異なり、東京湾の水環境との関係性も異なると考えられることから、生息層や食

性を踏まえて魚種を分類し、それぞれの漁獲量の変化状況を整理した（図 12）。東京

湾における生息層・食性の分類を表 21 に示す。 

東京湾の漁獲量の推移をみると、1977 年以降、2015 年まで緩やかに減少を続けてい

る。東京湾における生息層別、食性型別の漁獲量の推移をみると、底生介類、プランク

トン食型が優先しており、東京湾の漁獲量は、これらの条件を満たす、はまぐり類、あ

さり類、さるぼう、その他の貝類といった二枚貝類の漁獲量によって増減している。 

表 21 東京湾における生息層・食性の類型区分 

分類 魚種 生息層類型 食性類型

魚類 このしろ 浮魚 プランクトン食型

魚類 ひらめ 底魚 魚食型

魚類 その他のにべ・ぐち類 底魚 ベントス食型

魚類 えそ類 底魚 魚食型

魚類 いぼだい 底魚 ベントス食型

魚類 あなご類 底魚 ベントス食型

魚類 たちうお 底魚 魚食型

魚類 ほうぼう類 底魚 ベントス食型

魚類 かながしら類 底魚 ベントス食型

魚類 えい類 底魚 ベントス食型

魚類 まだい 底魚 ベントス食型

魚類 ちだい・きだい 底魚 ベントス食型

魚類 くろだい・へだい 底魚 ベントス食型

魚類 いさき 底魚 ベントス食型

魚類 さわら類 浮魚 魚食型

魚類 ぼら類 浮魚 プランクトン食型

魚類 すずき類 底魚 魚食型

魚類 あまだい類 底魚 ベントス食型

魚類 ふぐ類 底魚 ベントス食型

えび類 くるまえび 底生介類 ベントス食型

えび類 その他のえび類 底生介類 ベントス食型

かに類 がざみ類 底生介類 ベントス食型

かに類 その他のかに類 底生介類 ベントス食型

貝類 あわび類 底生介類 藻食型

貝類 さざえ 底生介類 藻食型

貝類 はまぐり類 底生介類 プランクトン食型

貝類 あさり類 底生介類 プランクトン食型

貝類 さるぼう（もがい） 底生介類 プランクトン食型

貝類 その他の貝類 底生介類 プランクトン食型

いか類 こういか類 底生介類 ベントス食型

たこ類 たこ類 底生介類 ベントス食型

なまこ類 なまこ類 底生介類 ベントス食型  
出典）政府統計の総合窓口(e-Stat)「漁業・養殖業生産統計年報 海面漁業魚種別漁獲量累年統計（都道府県別）」を基に作成 

注) 魚種別漁獲量については、内湾漁業では漁獲される機会が少ない まぐろ類、かじき類、かつお類、さめ類、さけ・

                                                   
1 漁獲量のデータは、資源量とは同義ではないものの、各指定水域の特性や魚種の特性を考慮の上、参考情報として整理し

た。 
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ます類、にしん、いわし類、あじ類、さば類、さんま、ぶり類、ひらめ・かれい類、たら類、ほっけ、めぬけ類、

きちじ、はたはた、にぎす類、にべ・ぐち類、はも、しいら類、とびうお類、いかなご類、その他の魚類、いせえ

び、たらばがに、ずわいがに、べにずわいがに、おきあみ類、ほたてがい、うばがい（ほっき）、するめいか、あ

かいか、その他のいか、うに類、海産ほ乳類、その他の水産動物類、海藻類は除いた。 
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出典）政府統計の総合窓口(e-Stat)「漁業・養殖業生産統計年報 海面漁業魚種別漁獲量累年統計（都道府県別）」を基に作成 

注 1) 漁獲量は、東京湾内だけではなく、太平洋における漁獲を含む値である。 

注 2) 魚種別漁獲量については、内湾漁業では漁獲される機会が少ない まぐろ類、かじき類、かつお類、さめ類、さ

け・ます類、にしん、いわし類、あじ類、さば類、さんま、ぶり類、ひらめ・かれい類、たら類、ほっけ、めぬ

け類、きちじ、はたはた、にぎす類、にべ・ぐち類、はも、しいら類、とびうお類、いかなご類、その他の魚類、

いせえび、たらばがに、ずわいがに、べにずわいがに、おきあみ類、ほたてがい、うばがい（ほっき）、するめ

いか、あかいか、その他のいか、うに類、海産ほ乳類、その他の水産動物類、海藻類は除いた。 

 

図 11 東京湾で漁獲される種の漁獲量の推移 
 



27 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

S.
5
0

S.
5
2

S.
5
4

S.
5
6

S.
5
8

S.
6
0

S.
6
2

H
.元 H
.3

H
.5

H
.7

H
.9

H
.1
1

H
.1
3

H
.1
5

H
.1
7

H
.1
9

H
.2
1

H
.2
3

H
.2
5

H
.2
7

漁
獲
量
（
ト
ン
）

浮魚 底魚 底生介類

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

S.
5
0

S.
5
2

S.
5
4

S.
5
6

S.
5
8

S.
6
0

S.
6
2

H
.元 H
.3

H
.5

H
.7

H
.9

H
.1
1

H
.1
3

H
.1
5

H
.1
7

H
.1
9

H
.2
1

H
.2
3

H
.2
5

H
.2
7

漁
獲
量
（
ト
ン
）

プランクトン食型 ベントス食型 魚食型 藻食型

 

図 12 東京湾における漁獲量の生息層別、食性型別の推移 
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また、東京湾における主要漁業対象種 27 種の資源・生産の状況を整理したところ、

取り上げた 27 種のうち、ナマコ、スズキ、コウイカ、ホンビノス、タチウオ、コノシ

ロ、アユなどを除き多くの種で近年の漁獲は低迷していた（表 22）。東京湾において

近年漁獲量の増減が顕著な魚種の漁獲量について、以下のとおり個別に整理した（図 

13～16）。 

表 22 東京湾における主要漁業対象種の資源・生産の状況 

魚種 深刻度 漁獲量（資源量）の増減傾向 

アユ A 

汚濁が著しかった 1960 年頃は湾奥に注ぐ河川で稚アユの遡上がみられなくなった。多摩川で

は 1975 年頃に遡上の兆しがみられ、2006 年から 100 万尾を上回り、現在では数百万尾に達

している。 

コノシロ C 
まき網、底びき網により漁獲される。千葉県による東京湾の漁獲量は 1970 年代後半～2000

年頃までは 1,500 トン前後、以降も 1,000 トン前後で推移している。 

スズキ C 

1970 年代後半に漁獲が多かったが、1980 年代に急速に減少した。1996 年頃再び増加し、ま

き網、底びき網の重要な漁獲対象魚種になっている。1993、1994 年級群の加入が増加し、以

降資源的に高水準が続いている。 

マアナゴ A 
筒漁業・底びき網の重要な対象魚種である。漁獲量は 1990 年代前半の 1,200 トン超をピーク

に漸減し、2000 年代は 500 トンを割り込んでいる。 

マコガレイ A 

カレイ類は、1960 年代は 300～1,000 トンの漁獲があったが、無酸素水割合が拡大した数年

後に 100～200 トンに激減した。その後、1973 年以降回復し、400～1,500 トンで経過したが、

1999 年以降減少し、200 トン台で推移している（千葉県）。このうち、マコガレイ漁獲は 1980

年代以降となる。 

マハゼ A 

東京都の漁獲量は 1962 年以前に 100～600 トンみられたが、その後減少していき 100 トンを

上回ったのは 1966 年の一度だけであった。そして 2003 年以降は 10 トンを切り、現在は操業

を控えている。 

イシガレイ A 

カレイ類は、1960 年代は 300～1,000 トンの漁獲があったが、無酸素水割合が拡大した数年

後に 100～200 トンに激減した。その後、1973 年以降回復し、400～1,500 トンで経過したが、

1999 年以降減少し、200 トン台で推移している（千葉県）。このうち、1970 年代まではイシ

ガレイが主体であり、近年は著しく低迷している。北部でマコガレイの１／５程度。 

サヨリ B 
東京湾の漁獲量は 1976 年に 1,000 トンの漁獲があったが、2005 年の神奈川県の東京湾では

わずか 2 トンである。 

タチウオ B 
神奈川県の東京内湾では 1967～1981 年にかけてはほとんど漁獲が見られない。その後漁獲量

は 50～150 トンの間で変動を繰り返している。 

ウナギ A 

東京湾の漁獲量は 1941 年に 400 トンを超えた。1950 年から 1960 年まで 50 トン前後で推移

していたが 1970 年以降年々減少した。現在は中川河口域で 1 ケ統のみが残り、漁獲量は 200

～300 キロ程度と推定される。 

アオギズ C 絶滅したものと考えられる。 

シラウオ C 絶滅したものと考えられる。 

アサリ A 

東京湾のアサリ漁獲量のほとんどを占めている千葉県では、1960 年～1970 年代の埋立による

漁場喪失により 1966 年の約 8 万トンから 1979 年には 2 万トンを割り込んだ。さらにその後

も減少傾向であり、1994 年には 1 万トンを割り込み、さらに 2008 年以降は 1,000 トンを割

り込んでいる深刻な状況である。 

トリガイ B 

1982 年以降の漁獲データがあり、1988 年までは変動が大きいものの 300～4,000 トンの漁獲

があったが、以降ほとんど漁獲がみられなくなった。1996 年以降再び漁獲されるようになり、

変動が大きいが、６～200 トンの漁獲で推移している。 

ハマグリ A 
1960 年前後には東京湾で約 3,000～8,000 トンの漁獲があった。しかし、1965 年を境に漁獲

量は減少し、1968 年には 1,000 トンを下回り、1975 年以降は漁獲がほとんど見られていない。 

クルマエビ A 

千葉県における東京湾の漁獲量は、1960 年代前半までは 100 トン以上の漁獲がみられたが、

その後著しく減少し、1970 年代は 40 トン前後、1980 年代～1990 年代前半は 20 トン前後と

なり、その後さらに減少し、10 トン以下となった。 

シャコ A 

神奈川県の底びき網の最重要種である。神奈川県の漁獲量は 1989 年の 1,080 トンをピークに

2005 年の 57 トンまで激減している。2005 年以降、禁漁しているが本格的な資源回復傾向は

みられない。 
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コウイカ C 
1959 年には 240 トン漁獲されていたが、その後減少し、1970 年代～1990 年代前半は漁獲が

低迷した。2000 年前後から南部で増加しており、新たな重要魚種のひとつとなった。 

ナマコ B 
近年、漁業資源としての重要性がにわかに高まっている。神奈川県の東京内湾の漁獲量は、

2000 年に 10 トン未満であったが、2006 年には約 120 トンへと急増している。 

ノリ A 

ノリ養殖の経営体数は 1960 年代以降長期的に継続して減少している。これに対し、生産枚数

は 2000 年代前半まではほぼ年間 4～7 億枚を維持していた。すなわちこの間養殖技術の改良

によって、1 経営体当たりの生産枚数は 3 倍以上に増加した。しかし、2000 年代半ば以降、1

経営体当たりの生産枚数が減少するとともに、のり単価が低下している。 

ホンビノス C 

1990 年代に東京湾で発見された外来種である。近年、東京湾の湾奥部を中心に生息を広げ、

アサリ漁獲量の減少とともに漁獲量は増加しており、2011 年には千葉県の北部域では約 700

トンの漁獲がある。 

ミルクイ B 潜水器の対象種。近年は漁獲量が減少している。 

シバエビ・ 

サルエビ 
A 底びき網の対象種。近年は、漁獲は減少傾向。 

マダコ B 
神奈川県の東京内湾における漁獲量は年変動が見られるが、1991 年の 317 トンをピークとし

て減少し、2003 年～2005 年は年間 50 トンを割り込んでいる。 

アカガイ A 

1969 年以降のデータしかないが、1969 年に 5,000 トン漁獲された後、減少し続け、1980 年

以降では 10 トンを下回るようになった。1990 年代に数年間 10 トンの漁獲がみられたが、そ

の後も低迷している。（千葉県） 

タイラギ A 
潜水器の対象種。トリガイ同様数年おきに稚貝の発生がみられるが、漁獲サイズまで複数年か

かるため、漁獲対象にならない。 

ガザミ類 A 

（神奈川県）東京内湾では、1973 年～1986 年にかけては年間 3.5～13 トンの漁獲がみられた

が、その後減少し、1990 年以降は年間漁獲量が 2 トンを下回る年が多くなっている。 

（千葉県）1963 年までは 50～140 トンの漁獲がみられたが、1964 年～1972 年は 10 トン未

満の漁獲が続いた。1973～1986 年に再び漁獲がみられ、15～200 トンで推移したが、1987

年以降はほぼ 10 トン以下で推移している。 

出典）「江戸前の復活！東京湾の再生をめざして」平成 25 年３月中央ブロック水産業関係研究開発推進会議東京湾研究会資料

を基に作成 

注) 深刻度は、A＞B＞C の順で、資源状態・生活史破壊の程度が深刻であることを示す。 

 

  

注）漁獲量は、東京湾内だけでなく太平洋における漁獲を含む値である。 

出典）農林水産統計より作成 

図 13 東京湾で漁獲される魚種別漁獲量の推移（あなご類） 
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注）漁獲量は、東京湾内だけでなく太平洋における漁獲を含む値である。 

出典）農林水産統計より作成 

図 14 東京湾で漁獲される魚種別漁獲量の推移（かれい類） 

 

 
注）漁獲量は、東京湾内だけでなく太平洋における漁獲を含む値である。 

出典）農林水産統計より作成 

図 15 東京湾で漁獲される魚種別漁獲量の推移（スズキ） 

 

 
注）漁獲量は、東京湾内だけでなく太平洋における漁獲を含む値である。 

出典）農林水産統計より作成 

図 16 東京湾で漁獲される魚種別漁獲量の推移（タチウオ） 
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1-6-2. 伊勢湾 

伊勢湾における漁獲量は、漁業・養殖業生産統計年報から集計した。漁獲量は、愛知

県、三重県の県合計漁獲量から、内湾漁業では漁獲機会が少ない種を除き湾内で主に漁

獲されている主な種を抽出し整理した（図 17）。また、魚種によって生活史や食性が異

なり、伊勢湾の水環境との関係性も異なると考えられることから、生息層を踏まえて魚

種を分類し、それぞれの漁獲量の変化状況を整理した（図 18）。伊勢湾における生息層・

食性の分類を表 23 に示す。 

伊勢湾の漁獲量の推移をみると、1980 年に約 220t のピークとなり、増減を繰り返し

ながら緩やかに減少した後、1994 年に大きく減少した。1994 年以降 2016 年までは増

減を繰り返しながら緩やかに増加している。伊勢湾における生息層別、食性型別の漁獲

量の推移をみると、浮き魚およびプランクトン食型が優先しており、漁獲量は、これら

の条件を満たす、まいわし、うるめいわし、かたくちいわし、しらすといったイワシの

仲間の漁獲量によって増減している。 

表 23 伊勢湾における生息層・食性の類型区分 

分類 魚種 生息層類型 食性類型

魚類 まいわし 浮魚 プランクトン食型

魚類 うるめいわし 浮魚 プランクトン食型

魚類 かたくちいわし 浮魚 プランクトン食型

魚類 しらす 浮魚 プランクトン食型

魚類 ひらめ 底魚 魚食型

魚類 かれい類 底魚 ベントス食型

魚類 いかなご類 浮魚 プランクトン食型

かに類 がざみ類 底生介類 ベントス食型

かに類 その他のかに類 底生介類 ベントス食型

貝類 あわび類 底生介類 藻食型

貝類 さざえ 底生介類 藻食型

貝類 はまぐり類 底生介類 プランクトン食型

貝類 あさり類 底生介類 プランクトン食型

貝類 さるぼう（もがい） 底生介類 プランクトン食型

貝類 その他の貝類 底生介類 プランクトン食型

たこ類 たこ類 底生介類 ベントス食型  

出典）政府統計の総合窓口(e-Stat)「漁業・養殖業生産統計年報 海面漁業魚種別漁獲量累年統計（都道府県別）」を基に作成 

注) 魚種別漁獲量については、内湾漁業では漁獲される機会が少ない種や湾の外側の方が漁獲量が多いと考えられる種

である、まぐろ類、かじき類、かつお類、さめ類、あじ類、さば類、さんま、ぶり類、にぎす類、たちうお、たい

類、いさき、さわら類、すずき類、あまだい類、ふぐ類、いせえび、するめいか、うに類、その他の水産動物類、

海藻類は除いた。 
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出典）政府統計の総合窓口(e-Stat)「漁業・養殖業生産統計年報 海面漁業魚種別漁獲量累年統計（都道府県別）」を基に作成 

注 1) 漁獲量は、伊勢湾内だけではなく、太平洋における漁獲を含む値である。 

注 2) 魚種別漁獲量については、内湾漁業では漁獲される機会が少ない種や湾の外側の方が漁獲量が多いと考えられる

種である、まぐろ類、かじき類、かつお類、さめ類、あじ類、さば類、さんま、ぶり類、にぎす類、たちうお、

たい類、いさき、さわら類、すずき類、あまだい類、ふぐ類、いせえび、するめいか、うに類、その他の水産動

物類、海藻類は除いた。 

 

図 17 伊勢湾で漁獲される種の漁獲量の推移 
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図 18 伊勢湾における漁獲量の生息層別、食性型別の推移 
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また、伊勢湾において近年漁獲量の増減が顕著な魚種の漁獲量について、以下のとお

り個別に整理した（図 19～23）。 

  
出典）農林水産統計、愛知県水産試験場調べ 

 

図 19 愛知県における生活史が内湾と関係のある魚種の総漁獲量 

 

 

出典）農林水産統計、愛知県水産試験場調べ 

 

図 20 愛知県における近年漁獲量が減少している魚種の漁獲量の推移 

 

 

出典）農林水産統計、愛知県水産試験場調べ 

 

図 21 愛知県における近年漁獲量が増加している魚種の漁獲量の推移 
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出典）三重県水産研究所資料 

注）A漁協は、伊勢湾の三重県側で最大の底引き網漁の拠点である。 

 

図 22 伊勢湾内の A漁協における漁獲量と水揚金額の推移 
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出典）農林水産統計 

 

図 23 伊勢湾における近年漁獲量が増加している魚種の漁獲量の推移 
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1-6-3. 瀬戸内海 

瀬戸内海における昭和 50 年（1975 年）からの漁業生産量及び魚種別生産量の推移

を図 24 及び図 25 に示す。 

瀬戸内海における漁業生産量及び海面漁業生産量は、昭和 60 年（1985 年）頃に最

大となり、その後減少する傾向にある。魚種別には「まいわし」、「かたくちいわし」、

「いかなご」、「あさり類」の生産量が昭和 60 年代（1985～1995 年）から急減してい

る。海面養殖業生産量は昭和 63 年（1988 年）頃までは増加傾向にあり、近年では、

概ね横ばいに推移している。 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

昭40 43 46 49 52 55 58 61 平元 4 7 10 13 16 19 22 25 28

生

産

量

(年)

（千トン）

魚類計

その他の水産動物類

貝類計

海藻類計

海面養殖計

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

昭40 43 46 49 52 55 58 61 平元 4 7 10 13 16 19 22 25 28

生

産

量

(年)

（千トン）

魚類計

その他の水産動物類

貝類計

海藻類計

海面養殖計

 

 
出典）平成17年以前：「瀬戸内海区及び太平洋南区における漁業動向」（農林水産省中国四国農政局統計部） 

平成18年、19年：農林水産省近畿農政局統計部資料 
農林水産省中国四国農政局統計部資料 
農林水産省九州農政局統計部資料 

平成 20年以降：農林水産省資料 
注1) 平成23、24、26～28年の「海面養殖計」は兵庫県の秘匿措置分を含まない値である。 
注2) 平成25年の「海面養殖計」は兵庫県と和歌山県の秘匿措置分を含まない値である。 

 

図 24 瀬戸内海における漁業生産量の推移2 

 

                                                   
2 公益社団法人瀬戸内海環境保全協会(2020)：令和元年度瀬戸内海の環境保全 資料集． 
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出典）平成17年以前：「瀬戸内海区及び太平洋南区における漁業動向」（農林水産省中国四国農政局統計部） 

平成18年、19年：農林水産省近畿農政局統計部資料 

農林水産省中国四国農政局統計部資料 

農林水産省九州農政局統計部資料 

平成 20 年以降：農林水産省資料 

注1) 「あじ類（まあじ）」は、昭和52年までは「あじ類」、昭和53年以降は「まあじ」となっている。 

注2) 平成20年の「まいわし」は、広島県の秘匿措置分を含まない値である。 
注3) 平成21年の「まいわし」、「かたくちいわし」は、岡山県の秘匿措置分を含まない値である。 

注4) 平成24年の「あじ類（まあじ）」、「さば類」は、岡山県の秘匿措置分を含まない値である。 

注5) 平成25年の「さば類」は、岡山県の秘匿措置分を含まない値である。 

注6) 平成27年の「しらす」は、徳島県の秘匿措置分を含まない値である。 

注7) 平成28年の「しらす」は、徳島県及び香川県の秘匿措置分を含まない値である。 

 

図 25 瀬戸内海における魚種別生産量の推移3 

 

                                                   
3 公益社団法人瀬戸内海環境保全協会(2020)：令和元年度瀬戸内海の環境保全 資料集． 
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また、大阪湾における主要な魚種として、以下のとおり漁獲量の推移を整理したとこ

ろ、交流型のカタクチイワシ・シラス、マイワシの漁獲が多く、漁獲量の変動はこれら

の影響が大きかった（図 26）。 

 

出典）「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について(答申)」令和２年３月中央環境審議会 

 

図 26 大阪湾における漁獲量合計上位５種の漁獲量の推移 

 



40 

 

 

1-7. 気候変動による水質影響 

中央環境審議会地球環境部会気候変動影響評価等小委員会では、気候変動による影響

をとりまとめた「気候変動影響評価報告書」を作成中である。 

現時点でまとめられた「気候変動影響評価報告書（総説）（案）」及び「気候変動影響

評価報告書（詳細）（案）」（令和 2 年 9 月 9 日中央環境審議会地球環境部会気候変動影

響評価等小委員会（第 21 回）資料、環境省）より主に水質に係る気候変動として、降

水量、海水温、台風及び自然生態系の現状や影響について、以下に抜粋する。 

 

「気候変動影響評価報告書（総説）（案）」 

第２章．日本における気候変動の概要 

２.２ 気候変動の観測結果と将来予測 

 

（４）降水量 

２）極端現象 降水量 

ⅰ）観測結果 

・ 気象庁の全国 51 観測地点4で1901～2019年の期間に観測された降水量のデータ

を用いて計算した日降水量 100mm 以上及び 200mm 以上の大雨の日数は、いず

れも増加している（信頼度水準 99%で統計的に有意）（図 27） 。１地点あたり

の年間日数の増加率は、それぞれ 100 年あたり 0.29 日、0.05 日である。 

 

図 27 日降水量 100 mm以上（左図）及び 200 mm以上（右図）の年間日数の経年変化 

（1901～2019 年） 

 

 

・ 気象庁の全国約 1,300 地点のアメダス観測地点で 1976～2019 年の期間で観測さ

れた降水量のデータを用いて計算した1 時間降水量50mm 以上及び80mm 以上

の短時間強雨5の年間発生回数は、いずれも増加している（信頼度水準 99％で統

                                                   
4 気象庁の観測地点のうち、観測データの均質性が長期間継続している以下の 51 地点：旭川、網走、札幌、帯広、根室、寿

都、秋田、宮古、山形、石巻、福島、伏木、長野、宇都宮、福井、高山、松本、前橋、熊谷、水戸、敦賀、岐阜、名古屋、飯田、

甲府、津、浜松、東京、横浜、境、浜田、京都、彦根、下関、呉、神戸、大阪、和歌山、福岡、大分、長崎、熊本、鹿児島、宮崎、

松山、多度津、高知、徳島、名瀬、石垣島、那覇 
5 1 時間降水量 50mm 以上の雨は「非常に激しい雨（滝のように降る）」、同じく 80mm 以上の雨は「猛烈な雨 （息苦しくなる

ような圧迫感がある。恐怖を感ずる）」と表現される。いずれも、傘は全く役に立たず、水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界



41 

 

計的に有意）（図 28）。1,300 地点あたりの年間発生回数の増加率は、それぞれ

10 年あたり 28.9 回、2.7 回である。また、日降水量 200mm 以上の大雨の年間

日数は増加しているとみられ（信頼度水準 90％で統計的に有意）、日降水量

400mm 以上の大雨の年間日数には増加傾向が現れている（信頼度水準 95％で統

計的に有意）（図 29）。 

 

図 28 時間降水量 50 mm以上（左図）及び 80 mm以上（右図）の年間発生回数の経年変化 

（1976～2019 年） 

 

図 29 日降水量 200 mm以上（左図）及び 400 mm以上（右図）の年間日数の経年変化 

（1976～2018 年） 

 

 

・ 全国のアメダス地点のうち 1976〜2019 年の期間で観測が継続している地点

（640 地点）における年最大日降水量の基準値との比には、増加傾向が現れてい

る（信頼度水準 95%で統計的に有意）（図 30）。増加率は 10 年あたり 3.9%であ

る。 

                                                                                                                                                                         
が悪くなるような雨の降り方である。 

（出典：気象庁 HP「雨の強さと降り方」https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/amehyo.html） 
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図 30 全国の年最大日降水量の基準値との比の経年変化（1976～2019 年） 

 

 

・ 気象庁の全国 51 観測地点で 1901～2019 年の期間に観測された降水量のデータ

によると、1.0mm 以上の降水が観測される日数は減少している（信頼度水準 99%

で統計的に有意）。減少率は 100 年あたり 9.5 日である（図 31）。 

 

図 31 日降水量 1.0 mm以上の年間日数の経年変化（1901～2019年） 

 

 

ⅱ）将来予測 

・ 大雨（日降水量 100mm 以上、200mm 以上）の発生頻度は、RCP8.5 シナリオ、

RCP2.6 シナリオいずれの下でも、21 世紀末（2076～2095 年平均）には、20 世

紀末（1980～1999 年平均）に対して、全国平均では有意に増加すると予測され

る（確信度が高い）。 

・ 全国平均の発生日数は、RCP8.5 シナリオで日降水量 100mm 以上の大雨では 1.4 

倍以上、日降水量 200mm 以上の大雨では 2 倍以上となる。 

・ RCP2.6 シナリオでは、日降水量 100mm 以上の大雨では 1.1 倍以上、日降水量

200mm 以上の大雨では 1.5 倍以上に増加する。 

・ その一方で、地域単位の予測は不確実性が大きい。 
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図 32 気象庁の予測による全国及び地域別の日降水量 100 mm以上（左）、 

日降水量 200 mm以上（右）の発生日数（１地点あたり。単位：日/年） 

 

 

 

表 24 気象庁の予測による全国及び地域別の日降水量 100 mm以上（左）、 

日降水量 200 mm以上（右）の発生日数（平均値及び年々変動の幅） 

 

 

・ 地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース（d4PDF）の結果（図 

33、表 25）と比較すると、全国平均の増加率はほぼ整合しているものの、地域ご

とに見ると増加率に大きな違いがみられることも多い。例えば、沖縄・奄美にお

いては両シナリオで同程度の変化が予測されているが、d4PDF では全ての地域

で昇温量が大きいほど大雨の増加率も大きくなる予測となっており、地域レベル

の予測は境界条件として与える海面水温の分布によって大きく異なっている。 
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図 33 d4PDFによる全国及び地域別の日降水量 100 mm以上（左）、 

日降水量 200 mm以上（右）の年間発生日数（単位：日/年） 

図の見方は図 32 と同様。灰色のグラフは過去再現実験を示す。 

 

表 25 d4PDFによる全国及び地域別の日降水量 100 mm以上（左）、日降水量 200 mm以上 

（右）の年間発生日数（平均値及び年々変動の幅） 

表の見方は表 24 と同様。数値は小数点以下第３位を四捨五入している。 

 

・ 短時間強雨（１時間降水量 30mm 以上6、50mm 以上）の発生頻度は、RCP8.5 シ

ナリオ、RCP2.6 シナリオいずれの下でも、21 世紀末（2076～2095 年平均）に

は、20 世紀末（1980～1999 年平均）に対して、全国平均では有意に増加すると

予測される（確信度が高い）。 

・ 全国平均の発生日数は、RCP8.5 シナリオで１時間降水量 30mm 以上の短時間強

雨では 1.6 倍以上、１時間降水量 50mm 以上の短時間強雨では２倍以上となる。 

・ RCP2.6 シナリオでは、１時間降水量 30mm 以上の短時間強雨では 1.2 倍以上、

１時間降水量 50mm 以上の短時間強雨では 1.5 倍以上に増加する。 

・ 大雨と同様に、短時間強雨についても特に地域単位での増加率の予測は不確実性

が大きいと考えられる。 

                                                   
6 1 時間降水量 30mm 以上の雨は「激しい雨（バケツをひっくり返したように降る）」と表現される。傘をさしていてもぬれ、道路

が川のようになる雨である。 
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図 34 気象庁の予測による全国及び地域別の１地点あたりの１時間降水量 30 mm以上（左）、 

１時間降水量 50 mm以上（右）の年間発生回数の変化（単位：回/年） 

 

表 26 気象庁の予測による全国及び地域別の１地点あたりの１時間降水量 30 mm以上 

（左）、１時間降水量 50 mm以上（右）の年間発生回数の変化（平均値及び年々変動の幅） 

 

 

・ 年最大日降水量は、RCP8.5 シナリオ、RCP2.6 シナリオいずれの下でも、21 世

紀末（2076～2095 年平均）には、20 世紀末（1980～1999 年平均）に対して、

ほぼ全国的に有意に増加すると予測される（確信度が高い）。 

・ 無降水日（日降水量が 1.0mm 未満の日）は、RCP8.5 シナリオの下では、21 世

紀末（2076～2095 年平均）には、20 世紀末（1980～1999 年平均）に対して、

ほぼ全国的に有意に増加すると予測される一方、RCP2.6 シナリオの下の予測で

は、有意な変化が予測されていない。 

・ 現在西日本で主に発生する梅雨豪雨が、将来は東・北へと拡大することを示して

いる（Osakada and Nakakita (2018)7）。 

 

 

 

（６）海洋 

１）海水温 

ⅰ）観測結果 

・ 世界全体の年平均海面水温 18 は長期的に上昇しており、1891～2019 年における

                                                   
7 Osakada et al. “Future change of occurrence frequency of Baiu heavy rainfall and its linked atmospheric patterns by 

multiscale analysis” SOLA, 14, 2018, p.79-85 
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上昇率は 100 年あたり+0.55℃である（信頼度水準 99％で統計的に有意）。2000m

の深さまでを世界全体で平均した内部の水温も長期的に上昇している。 

・ 日本近海における年平均海面水温の 2019 年までのおよそ 100 年間にわたる上昇

率は、+1.14℃/100 年となっており（信頼度水準 99％で統計的に有意）、北太平

洋全体で平均した海面水温の上昇率（+0.53℃/100 年）よりも大きく、日本の気

温の上昇率（+1.24℃/100 年）と同程度の値となっている（確信度が高い）。長期

的な昇温に加え十年規模の変動が顕著に認められる（図 35）。 

 

図 35 日本近海の全海域平均海面水温（年平均）の平年差の推移 

 

 

・ 各海域で一様に上昇しているのではなく、黄海、東シナ海、日本海南西部、四国・

東海沖、釧路沖の海域平均海面水温の上昇率は日本の気温の上昇率と同程度とな

っており、三陸沖、関東の東、関東の南、沖縄の東および先島諸島周辺では日本

の気温の上昇率よりも小さく、日本海中部では日本の気温の上昇率よりも大きく

なっている（確信度が高い）（図 36）。季節的には一般的に冬の昇温率が大きい。 
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図 36 日本近海の海域平均海面水温（年平均）の上昇率（℃/100年） 

 

 

 

ⅱ）将来予測 

・ IPCC の海洋・雪氷圏特別報告書によると、世界の平均海面水温は、21 世紀末に

は、20 世紀末と比べて、RCP2.6 シナリオでは 0.73℃（90%信頼区間：0.60-0.87℃）

上昇し、RCP8.5 シナリオでは 2.58℃（90%信頼区間：2.34-2.82℃）上昇すると

推定されている。 

・ 日本周辺の 21 世紀末の年平均海面水温は 20 世紀末に比べ有意に上昇（確信度が

高い）し、RCP2.6 シナリオで 1.1±0.6℃、RCP8.5 シナリオで 3.6±1.3℃上昇

すると予測されている。これらの値は世界平均より大きい値となっている。 

・ 日本周辺の海面水温上昇は一様ではない。上昇の程度は、RCP2.6 シナリオでは

日本海中部、RCP8.5 シナリオでは釧路沖や三陸沖で大きいと推定されている。 
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図 37 SI-CAT モデルデータに基づく、21世紀末における日本近海の海域平均海面水温の 20世 

紀末からの上昇幅（℃） 

 

 

 

 

（７）台風 

ⅰ）観測結果 

・ 台風の発生数は、1960 年代中頃、1990 年代初め、2010 年代中頃に増加が見られ、

1990 年代後半から 2010 年代初めにかけては平年より少ない年が多かった。1951

～2018 年の期間全体では、数十年スケールの変動や年々の変動が卓越する一方、

長期的な変化傾向は見られない（図 38）。2018 年の日本への台風の接近は 16 個

（平均 11.4 個）、上陸数は 5 個（平均値 2.7 個）で、ともに平年より多かった。 

・ 日本への接近数は、発生数に似た傾向の変動を示し、発生数と同様に長期変化傾

向は見られない。日本への上陸数においても、長期的な変化傾向は見られない（図 

38）。 
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図 38 台風の発生数・接近数・上陸数 

 

 

・ 台風の発生から消滅までの間で「強い8」以上に分類された台風は、年間 10～20

個程度発生することが多く、発生数、割合ともに、1980 年代後半～1990 年代初

めや 2000 年代中頃にやや増加し、1990 年代後半や 2010 年代初めにはやや減少

している。また、年々の変動も大きい。その一方で、長期的な変化傾向は見られ

ない。 

 

図 39 「強い」以上の台風の発生数・割合 

 

 

・ 台風の強度が生涯最大となる緯度が、低緯度帯においてやや極方向へ変化する傾

向は、北西太平洋域において比較的明瞭であり(Kossin et al. 2016)9、その長期変

化傾向の確信度は低～中程度である(IPCC 2019, Knutson et al. 2019)10,11。 

 

                                                   
8 気象庁では、1977 年以降の台風について、10 分間平均風速の最大値が 33m/s 以上を「強い」、44m/s 以上を「非常に強い」、

54m/s 以上を「猛烈な」台風と 以上を「猛烈な」台風と区分している。 

9 Kossin et al. “Past and projected changes in western north Pacific tropical cyclone exposure” Journal of Climate, 29(16), 2016, 

p.5725-5739 

10 IPCC “Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate”,2019 
11 Knutson et al. “Tropical cyclones and climate change assessment: Part I: detection and attribution” Bulletin of the American 

Meteorological Society, 100(10), 2019, p.1987-2007 
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ⅱ）将来予測 

・ 地球温暖化シナリオ実験及び擬似温暖化実験の結果によると、将来、日本付近の

台風の強度が強まることが予測されている（確信度が中程度）。Tsuboki et al. 

(2015)12の SRES A1B シナリオを用いた実験によると、スーパー台風13と呼ばれ

る階級の台風の最大強度が 21 世紀末においては増大し、スーパー台風の強度で日

本にまで達することが予測されている。 

・ 個別の台風事例を対象に擬似温暖化実験を行うことで、台風に対する地球温暖化

の影響を調べた研究もあり、日本付近では台風の強度が強まる結果となったもの

が多い。以下に挙げる研究では、RCP8.5 シナリオにおける 21 世紀末の海面水温、

気温を上乗せした擬似温暖化実験を行っている。 

 Kanada et al.(2017)14では、昭和 34 年台風第 15 号（1959 年の伊勢湾台風）

を対象として、4 種類の 5km 格子間隔の地域気候モデルを用いた比較実験が

実施された。その結果、全てのモデルにおいて、温暖化時における伊勢湾台風

の強度が増大するという確度の高い結果が得られた。強度増大の原因としては、

地球温暖化による対流圏下層の水蒸気量の増加が壁雲内側での顕著な上昇流

ひいては潜熱放出をもたらすことが挙げられている。 

 Takemi et al. (2016)15では平成 3 年台風第 19 号（1991 年の台風 Mireille）、

Ito et al. (2016)16では平成 16 年台風第 18 号（2004 年の台風 Songda）を対

象とした擬似温暖化実験が実施され、温暖化条件下においては成熟期に台風が

強化されるという結果を得た。 

・ 台風に伴う降水については、将来個々の台風の雨量が増加する（確信度が中程度）。

但し、年間を通して考えた場合の台風全体の降水量に変化はない。Watanabe et al. 

(2019)17によると、日本に接近する台風は減少するものの、個々の台風の降水強度

が増大する。これらの効果が相殺するため、台風に伴う降水の年間総量には有意

な変化がない。また、台風に伴う非常に激しい降水の頻度が増加する。これは台

風接近数の減少と比べて、個々の台風の降水強度増大の影響をより強く受けるた

めである。 

 

                                                   
12 Tsuboki K. et al. “Future increase of supertyphoon intensity associated with climate change” Geophysical Research Letters, 

42(2), 2015, p.646-652 

13 スーパ台風とは米国の合同警報センタ（JTWC）が設定する最大強度階級であり、1 分平均の最大地上風速が 130 ノット（約

67m/s）以上に相当する。 

14 Kanada S. et al. “A Multimodel Intercomparison of an Intense Typhoon in Future, Warmer Climates by Four 5-km-Mesh 

Models” Journal of Climate, 30, 2017, p.6017-6036 

15 Takemi T. et al. “Effects of global warming on the impacts of Typhoon Mireille (1991) in the Kyushu and Tohoku regions” 

Hydrological Research Letters, 10(3), 2016, p.81-87 

16 Ito R. et al. “A Possible Reduction in the Severity of Typhoon Wind in the Northern Part of Japan under Global Warming: A 

Case Study” SOLA, 12, 2016, p.100-105 

17 Watanabe, S. I. et al. “Future projection of tropical cyclone precipitation over Japan with a high-resolution regional climate 

model” J. Meteor. Soc. Japan, 97, 2019, 805–820 
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第３章．日本における気候変動による影響の概要 

３.３ 各分野における気候変動による影響の概要 

３.３.３ 自然生態系 

 

自然生態系分野における気候変動による影響の概略は、図 40 に示すとおりである。 

気候変動は、分布適域の変化や生物季節の変化、およびこれらの相互作用の変化を

通し、生態系の構造やプロセスに影響を及ぼす。加えて、自然生態系分野における気

候変動影響は、生態系から人間が得ている恵み、すなわち生態系サービス18を通して、

農業・林業・水産業分野や国民生活、産業経済分野へも影響が波及することが特徴で

ある。人間社会は食料や原材料、極端な気候現象による被害の緩和、水質や大気質の

向上、文化的・美的価値等の生態系が提供する様々な生態系サービスに依存している。

気候変動等の影響によりこれらを提供する生態系が効果的に機能しなくなると、提供

される生態系サービスが劣化したり、喪失したりする恐れがある。 

 

図 40 気候変動により想定される影響の概略図（自然生態系分野） 

 

 気候変動による影響の概要 

既に高山帯および植生移行帯付近の森林における種構成の長期的な変化、植物の開

                                                   
18 生態系サービス：食料や水、気候の安定など、多様な生物が関わりあう生態系から、人間が得ることのできる恵み。「国連の

主導で行われたミレニアム生態系評価（2005 年）」では、食料や水、木材、繊維、医薬品の開発等の資源を提供する「供給サー

ビス」、水質浄化や気候の調節、自然災害の防止や被害の軽減、天敵の存在による病害虫の抑制などの「調整サービス」、精神

的・宗教的な価値や自然景観などの審美的な価値、レクリエーションの場の提供などの「文化的サービス」、栄養塩の循環、土

壌形成、光合成による酸素の供給などの「基盤サービス」の４つに分類している。 
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花期と送粉者との季節的なミスマッチの発生、ニホンジカの生息適地の全国的な増加、

河川や沿岸生態系における南方性生物種の分布北上等の影響が国内各所で生じてい

ることが報告されている。また、新たに顕在化してきた影響として、モウソウチクや

マダケの分布北限付近における拡大、沿岸域における藻場生態系の衰退とサンゴ礁群

集への移行、海洋酸性化および貧酸素化の進行等が挙げられる。 

将来においては、高山性のライチョウや、冷水性魚類であるイワナ等の生息適域の

減少および地域的な消失、森林構成樹種の分布や成長量の変化、ニホンジカやタケ類

の高緯度・高標高への分布拡大、亜熱帯域におけるサンゴ礁の分布適域の減少や消失、

温帯域における藻場生態系からサンゴ礁への移行、海洋酸性化の進行によるサンゴや

ウニ、貝類の生息適域の減少等の影響が予測されている。加えて、「自然林・二次林」

「亜熱帯（沿岸生態系）」などで RCP2.6、RCP8.5 シナリオを用いた将来予測に関す

る知見が新たに報告されている。 

また、これらの変化に加えて、流域の栄養塩・混濁物質の保持機能の低下や、沿岸

域の藻場生態系の劣化・消失による水産資源の供給量の減少、サンゴ礁の劣化・消失

による Eco-DRR 機能の低下、自然生態系と関連するレクリエーション機能の低下等、

生態系サービスの負の影響を通した、社会経済への影響の波及も予測されている。 

 

 重大性・緊急性・確信度評価の概要 

自然生態系分野では、影響は早期に発見される場合が多いものの、適応策としてで

きることが限られており、気候変動そのものを抑止する（緩和）しか方策がないとい

う場合もある。そのような場合、緊急性の評価における「適応の着手・重要な意思決

定の必要な時期」の観点で評価を行うことは難しく、「影響の発現時期」の観点のみ

で評価を行っている。 

自然生態系はその変化を通して重要な種やハビタットに大きな影響を与えること

に加え、生態系サービスを通して地域社会の文化や経済への影響の波及も考えられる

ことから、影響の重大性は「特に重大な影響が認められる」と評価される傾向が強い。 

しかしながら、自然生態系は気候変動以外にも、開発行為や人口減少に伴う管理放

棄など、他の要因による脅威にさらされてきたことに加え、気象条件等の変化と生物

との相互作用が複雑であることから、気候変動による直接的な影響を検出することが

難しく、確信度は他分野と比較して低く評価される傾向にあった。その中でも、今回

収集された文献に基づき「野生鳥獣による影響」および「亜熱帯（沿岸生態系）」の

2 つの小項目については、確信度が上方修正された。また、「自然林・二次林」「里地・

里山生態系」「人工林」の 3 つの小項目については、現在既に生じている影響が確認

されたこと等から、緊急性評価が上方修正となった。 

今回の影響評価より新たに評価を実施した生態系サービスについては、気候変動に

よる直接的な影響を論じた文献こそ限られるものの、サンゴ礁や藻場生態系の劣化や、

サクラやカエデの生物季節の変化等、生態系サービスの基盤である各生態系の構成要

素への影響については一定程度の文献が収集されたことから、これらの生態系に関連

が深いサービスについては、細目として個別に評価を行っている。その結果、細目評

価の対象とした「流域の栄養塩・懸濁物質の保持機能等」、「沿岸域の藻場生態系によ

る水産資源の供給機能等」、「サンゴ礁による Eco-DRR 機能等」、及び「自然生態系
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と関連するレクリエーション機能等」の 4 つの細目に置いて、影響の重大性について

「特に重大な影響が認められる」と評価された。 

気候シナリオに応じた重大性評価を実施した「自然林・二次林」「亜熱帯（沿岸生

態系）」の結果から、気温の上昇を 2℃上昇程度に抑えることは、「自然林・二次林」

の影響の低減に貢献するものの、サンゴ礁等を対象とする「亜熱帯(沿岸生態系)」は

2℃上昇相当であっても重大な影響が生じることが予測された。このことから、特に

「亜熱帯(沿岸生態系)」においては適応策のみで影響を低減させることには限界があ

り、緩和策との連携の重要性が示唆される。 
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「気候変動影響評価報告書（詳細）（案）」 

3 日本における気候変動による影響および評価結果 

3.2 水環境・水資源 

【水環境】 

（3）沿岸域及び閉鎖性海沿岸域  

（将来予測される影響） 

瀬戸内海の物理・熱環境の将来変化予測を行った研究においては、RCP8.5 シナリ

オを前提として年平均（現在気候を 1996～2005 年、将来気候を 2084～2093 年と定

義し、それぞれ 10 年間の年平均を求め、将来気候と現在気候の差を将来変化と見な

した）1.6 度の海面温度が上昇することが分かった（CMIP5 に登録されている全 61

種類の GCM による気候予測情報を使用）。また、季節別では冬季より夏季の方の昇

温が大きく、将来変化は 8 月が最も顕著であった19。瀬戸内海における水質への影響

については、RCP8.5 シナリオを前提とした将来予測では、水温の上昇により、夏季

での表層 Chl-a 濃度の低下がみられ、それに伴い栄養塩類の消費が減少し、表層の栄

養塩類濃度が上昇する傾向がみられた。一方、冬季の将来気候は現在気候よりも水温

が高く、表層 Chl-a 濃度の上昇がみられ、栄養塩類濃度が低下する傾向がみられた。

大阪湾の底層 DO については、表層 Chl-a 濃度の低下によって増加傾向がみられ、夏

～秋の貧酸素化が弱まる傾向がみられたが、貧酸素水塊の発生期間は長期化する可能

性がみられた（RCP 8.5 シナリオを前提とした MRI-NHRCM20 による気候予測情報

を使用）20。 

伊勢湾全体の将来（100 年後）の水温について予測した研究では、将来 2℃以上上

昇し、特に沿岸部での上昇が顕著であることが分かった。水深の浅い沿岸部では、気

温上昇や日射による水温上昇が効果的に行われることに起因するものと考えられて

いる（A1B シナリオ前提とした CMIP3 に登録されている 15 種類の GCM による気

候予測情報を使用）21。 

なお、日本近海の平均海面水温は、21 世紀末(2081-2100 年平均)には、20 世紀末

(1986-2005 年平均)と比べて、RCP2.6 シナリオでは 1.1±0.6℃上昇し、RCP8.5 シ

ナリオでは 3.6±1.3℃上昇すると推定される（SI-CAT 海洋モデルによる予測）。 

また、東京湾を対象とした研究では、2046～2065 年における強風（AMeDAS 観

測値における南西の風速 10 m/s 以上）の継続時間は減少する可能性が示唆されてお

り、DO 濃度の回復が困難となる恐れもあることが予測されている（A1B シナリオを

前提とした CMIP3 より提供された気候予測モデルの情報を使用）22。 

さらに、海面上昇に伴い、沿岸域の塩水遡上域の拡大も想定される23。 

                                                   
19 森信人ほか「CMIP5 にもとづく瀬戸内海の長期物理環境場の将来変化予測」『土木学会論文集 B2 (海岸工学)』, 70(2), 

2014, p.I_1271-I_1275 

20 「平成 30 年度閉鎖性海域における気候変動による影響把握等検討業務」環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対

策室, 2019 

21 鈴木靖ほか「マルチモデルアンサンブルによる伊勢湾水温の将来変化予測と気候変化外力の影響分析」『土木学会論文集

B2（海岸工学）』, 69 (2) , 2013, p.I_1286-I_1290 

22 丸谷靖幸ほか「東京湾における貧酸素水塊の解消要因である強風の将来予測に向けて」『土木学会論文集 B2（海岸工

学）』, 67(2), 2011, p.I_921-I_925 

23 「水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）」国土交通省 社会資本整備審議
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3.3 自然生態系 

【沿岸生態系】 

（1）亜熱帯 

（将来予測される影響） 

IPCC第 5次評価報告書では、海洋酸性化が、植物プランクトンから動物までの個々

の種の生理学的、行動学的及び個体数変動学的な影響に伴い、中～高排出シナリオ

（RCP4.5、6.0 及び 8.5）において、特に極域の生態系やサンゴ礁といった海洋生態

系に相当のリスクをもたらすことが指摘されている24。また、1.5℃特別報告書によ

れば、暖水性のサンゴは 2℃上昇で 99%が、1.5℃14 上昇でも 70～90%が消滅のリ

スクに晒されるとしている25。 

造礁サンゴの生育に至適と考えられる海域について、白化を招く水温および造礁サ

ンゴにとっての最適二酸化炭素濃度条件を設定する予測モデルを用いた研究

（SRESA2 シナリオを前提とした IPSL-CM4-LOOP model、MPIM、NCAR CSM1.4、

NCAR CCSM3 の各気候モデルによる気候予測情報を使用）では、SRESA2 シナリ

オ下における熱帯・亜熱帯性サンゴの生育適域は、海洋酸性化に伴う低アラゴナイト

飽和度域の低緯度側への拡大と、高水温による白化域の高緯度側への拡大に挟まれ、

日本近海から適域が消滅することが予測されている。SRESB2シナリオにおいては、

海洋酸性化に伴うアラゴナイト飽和度の低緯度側への拡大が予測される一方、高水温

による白化域の高緯度側への拡大はほぼ確認されず、サンゴの分布は海洋酸性化のみ

に影響を受けることが予測された。また、B2 シナリオ下では、SRESA2 シナリオと

同様経年的にアラゴナイト飽和度が低下するものの、2090 年代においてもサンゴの

生育下限とされるアラゴナイト飽和度 2.3 を上回る海域が残存し、熱帯・亜熱帯性サ

ンゴの生育適域が残存すると予測している26,27。 

至適海域から外れた海域では、白化等のストレスの増加や、石灰化量の低下が発生

する事が予測されているが28、その結果至適海域から外れた既存のサンゴ礁が完全に

消失するか否かについては予測がなされていない。 

また、石垣島の白保サンゴ礁域を対象に、海面上昇と海洋酸性化がサンゴ礁の石灰

化率に与える影響を生態系モデルにより予測した研究によれば、今世紀後半において

は海面上昇による石灰化率への正の影響を考慮したとしても、海洋酸性化による負の

影響により、正味での石灰化率は減少する傾向にあることが予測されている（RCP4.0、

RCP6.0、RCP8.0 の各シナリオにおいて、2100 年次点では石灰化率が現状の 96.9%、

                                                                                                                                                                         
会, 2008 

24 環境省訳「気候変動 2014 影響、適応及び脆弱性 政策決定者向け要約」,2014 

25 IPCC “SPECIAL REPORT Global Warming of 1.5 ºC Summary for Policymakers”,2018 

26 Yara et al.” Ocean Acidification limits temperature-induced poleward expansion of coral habitats around Japan.”, 

Biogeosciences 9, 2012, 4955-4968. 

27 Yara et al.” Potential future coral habitats around Japan depend strongly on anthropogenic CO2 emissions”, Aquatic 

Biodiversity Conservation and Ecosystem Services, 2016, pp41-56. 

28 Yara et al.” Projected coral bleaching in response to future sea surface temperature rises and the uncertainties among 

climate models.”, Hydrobiologia 733(1), 2014, 19-29. 
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91.1%、80.7%に減少）29。 

一方で、造礁サンゴの CO2 分圧増加に対する反応について、生息環境による違い

を指摘する報告もある。沿岸域に近く環境条件の変動を受けやすい場所で採集した造

礁サンゴ(コユビミドリイシ)集団と、より安定的な環境で採集した集団について、

CO2 分圧の上昇に伴う石灰化率の変化を実験的に検証した研究によれば、CO2 分圧

の上昇に伴う石灰化率の減少傾向は、より安定的な環境で採集した集団にのみ確認さ

れ、その原因として集団間の遺伝子発現の違いを指摘している30。 

また、マングローブ生態系・藻場生態系・サンゴ礁生態系の底質環境に対する、温

度および CO2 分圧の上昇による影響を実験的に検証した研究から、温度上昇と CO2

濃度上昇の複合作用による生態系機能の変化（総一次生産量の増加・底質の Chl.a 量

の増加）が確認されている。（現状+4℃及び、高 CO2 環境として CO2 濃度 936ppm

を仮定）31 

マングローブの分布規定要因を全球的に解析した研究からは、東アジア地域におけ

るマングローブの分布は年最低気温に大きく規定されていることが明らかになって

おり、冬季の平均気温の上昇により極方向へ分布域が拡大する可能性が示唆されてい

る32。また、マングローブを構成する樹種の一つであるヤエヤマヒルギの実生につい

て、生育状況の温度環境による違いを実験室において比較した研究によれば、中程度

（平均気温 30℃）の温暖化環境においては、生理特性の温度順化のために生育阻害

は確認されず、生育に正の影響を及ぼすことが示唆されている33。一方、夜間でも 35℃

を下回らないような環境において、ヤエヤマヒルギやオヒルギが枯死する可能性につ

いての指摘もある34。 

海面上昇による砂浜の侵食が予測されている35が、その生物への影響について予測し

た文献は確認できていない。 

 

（2）温帯・亜寒帯 

（将来予測される影響） 

IPCC 海洋・雪氷圏特別報告書によると、温帯域における温暖化に伴う藻場の減少

は今後も継続し、地域的な絶滅のリスクを上昇させると予測されており、この傾向は

特に海洋熱波の強化が予測される地域において顕著であるとしている（RCP8.5 シナ

リオ）10。 

国内の温帯域においても、水温の上昇や植食性魚類の北上に伴う藻場生態系の劣化

                                                   
29 Nakamura et al.” Reef-scale modeling of coral calcification responses to ocean acidification and sea-level rise.”, Coral 

Reefs,37 (1), 2017, pp.37-53. 

30 Kurihara et al.” Intraspecific variation in the response of the scleractinian coral Acropora digitifera to ocean acidification.”, 

Marine Biology,165 (2), 2018, pp.43111 

31 Sultana et al.” Response of Subtropical Coastal Sediment Systems of Okinawa, Japan, to Experimental Warming and High 

pCO2”, Frontiers in Marine Science, 3, 2016, 100 

32 Osland et al.” Climatic controls on the global distribution, abundance, and species richness of mangrove forests.”, 

Ecological Monographs, 87(2), 2017, 341-359. 

33 Akaji et al.” Photosynthesis, respiration, and growth patterns of Rhizophora stylosa seedlings in relation to growth 

temperature”, Trees, 2019, 1-9. 

34 井上 智美 ” 熱帯の海の森と気候変動”, 国立環境研究所ニュース,vol.37(5), 2018 

35 有働ら ” 最新の海面水位予測データを用いた海面上昇による全国砂浜侵食量の将来予測”, 土木学会論文集 G（環境）, 

Vol. 69, No.5, 2013 
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や熱帯性のサンゴ礁生態系への移行がいくつかの研究から予測されている。海面水温

を閾値として将来気候条件下におけるアカモクの分布適域の変化を予測した研究か

らは、2100 年には東シナ海・本州中部の沿岸はアカモクの適域から外れ、本種の流

れ藻を生育場として利用するブリの生態に影響をもたらすことが示唆されている

（SRESA2 シナリオを仮定した BCCR-BCM2.0 等の CMIP3 の 12 の気候モデルに

よる予測情報の平均値を使用）36。カジメについては、水温の上昇による生理的影響

と、植食性魚類の摂食活動の増大による種間的影響により、RCP8.5 シナリオ下にお

いては日本近海の生育適地が消失すると予測されている。一方、RCP2.6 シナリオ下

においては、水温上昇による生理的影響は受けないものの、植食性魚類の摂食活動に

よる影響が増大すると予測されている（BCC-CSM1-1 等の CMIP5 の 17 の気候モデ

ルによる予測情報の平均値を使用）37。北日本沿岸域の主要コンブ 11 種について、

分布予測モデルを用いて 2040 年代、2090 年代の分布を予測した研究によれば、海

水温の上昇によりすべての種で分布域が大幅に北上する、もしくは生育適地が消失す

る可能性があると予測されている。RCP8.5 シナリオでは全種を合わせた分布域が

2090 年代では 1980 年代の 0～25%に縮小し、RCP4.5 シナリオでも 11 種中 4 種の

コンブが日本海域から消失する可能性があると予測されている。（MIROC-ESM モデ

ルによる気候予測情報を使用）38。 

同様に、海水温の上昇と海流輸送による海藻・造礁サンゴの分布変化速度のモデリ

ングにより、温帯における海藻藻場からサンゴ群集への移行のメカニズムを検証した

研究から、食性魚類の北上に伴う食害の増加や、サンゴの北上による競争の発生等に

より、現在から近い将来(2009-2035)、海草藻場がサンゴ礁群集へ移行する可能性が

現状よりも増加することが示されている（RCP4.5 シナリオを仮定した MIROC4h に

よる予測情報を使用）39。 

最寒月水温の年々変動とサンゴの斃死水温を考慮し、造礁サンゴ 2 種（スギノキミ

ドリイシ・エンタクミドリイシ）の分布変化について予測した研究によれば、予測期

間である 1950～2029年の 80年間で、東シナ海においては分布北限がそれぞれ 84km

（スギノキミドリイシ）・42km（エンタクミドリイシ）北上し、太平洋においては

42km（スギノキミドリイシ）・63km（エンタクミドリイシ）北上し、北限が温帯域

へ拡大することが予測されている（RCP4.5 シナリオを仮定した MIROC4h による気

候予測情報を使用）40。 

足摺宇和海国立公園において、気候モデルによる将来の月平均海水温から、将来気

候下におけるアイゴの採食・コンブ類の高温生存・オニヒトデの繁殖・サンゴの高温

生存について予測した研究によれば、RCP2.6 シナリオの将来水温を仮定した場合で

                                                   
36 Komatsu et al. ” Possible change in distribution of seaweed, Sargassum horneri, in northeast Asia under A2 scenario of global 

warming and consequent effect on some fish”, Marine Pollution Bulletin, 85, 2014, p.317–324 

37 Takao et al.” Projecting the impacts of rising seawater temperatures on the distribution of seaweeds around Japan under 

multiple climate change scenarios”, Ecology and Evolution, 5(1), 2015, pp213-223. 

38 Sudo et al.” Predictions of kelp distribution shifts along the northern coast of Japan.”, Ecological Research, 35(1), 2020, 

47-60. 

39 Kumagai et al.” Ocean currents and herbivory drive macroalgae-to-coral community shift under climate warming.”, 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(36), 2018, 8990-8995. 

40 Takao et al.” An improved estimation of the poleward expansion of coral habitats based on the inter-annual variation of sea 

surface temperatures”, Coral Reefs, 34(4), 2015, pp1125-1137. 
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も、アイゴの採食目安及びオニヒトデの生存可能域が約 50km 北上して瀬戸内海へ到

達すること、さらにコンブ類の生存南限とオニヒトデ繁殖目安の限度は約 70ｋｍ北

上する可能性があるとしている。さらに、RCP8.5 の将来水温のもとでは、足摺宇和

海国立公園の全開域がアイゴの採食目安及びオニヒトデの生存可能域、オニヒトデの

繁殖可能域となり、さらには同国立公園の全海域がサンゴの白化域となる予測が得ら

れている41。 

アサリやウニ等の水産資源の生産力の変化については限られた海域での仮想的条

件下でのモデル予測があるのみである42,43。 

海洋酸性化による影響については、中～高位の二酸化炭素排出シナリオ（RCP4.5、

6.0 及び 8.5 シナリオ）の場合、特に極域の生態系やサンゴ礁といった脆弱性の高い

海洋生態系に相当のリスクをもたらすと考えられる44。炭酸カルシウム骨格・殻を有

する軟体動物、棘皮動物、造礁サンゴに影響を受けやすい種が多く45,46,47,48,49,50、そ

の結果として水産資源となる種に悪影響がおよぶ可能性がある。また、水温上昇や低

酸素化のような同時に起こる要因と相互に作用するために複雑であるが 50,51、我が国

の水産種に対する複合影響の研究例は少ない。 

ただし、沿岸域の酸性化環境の将来予測は二酸化炭素排出シナリオ以外の様々な海

域開発選択によっても大きく変化することに留意する必要がある。例えば東京湾では、

陸域からの栄養塩負荷量を現在の半分から 2 倍まで変動させる事で、湾内海水のアラ

ゴナイト飽和度が 1 を下回るまでにかかる年数が±30 年程度変化しうるという試算

がなされている52。 

また、海岸域に分布する塩性湿地などは、海水面の上昇に伴い破壊される恐れもあ

る53。 

                                                   
41 みずほ情報総研株式会社 “国立公園等の生態系及び生態系サービスへの気候変動影響に関する調査及び適応策の検

討”, 平成 31 年度地域適応コンソーシアム全国運営・調査事業委託業務報告書, 2020 

42 Yoon et al.” Responses of Manila clam growth and its food sources to global warming in a subarctic lagoon in Japan”, 

Progress in Oceangeography 119, 2013, 48-53. 

43 干川裕 “北海道日本海沿岸における水温変動とウニ類稚仔の発生状況”, 月刊海洋 38(3),2006, 205-209. 

44 環境省訳「気候変動 2014 影響、適応及び脆弱性 政策決定者向け要約」,2014 

45 Kurihara H. , “Effects of CO2-driven ocean acidification on the early developmental stages of invertebrates.”, Marine 

Ecology Progress Series 373,2008, 275-284. 

46 Kimura et al. “Effects of elevated pCO2 on the early development of the commercially important gastropod, Ezo abalone 

Haliotis discus hannai”, Fisheries Oceanography 20(5), 2011, 357-366. 

47 Onitsuka et al. “Effects of ocean acidification on the early developmental stages of the horned turban, Turbo cornutus.”, 

Marine Biology 161(5), 2014, 1127-1138. 

48 Nishida et al. “Effects of elevated CO2 on shell 13C and 18O content and growth rates in the clam Scapharca broughtonii.”, 

Geochimica et Cosmochimica Acta 235, 2018, 246-261. 

49 Onizuka et al. “Effects of ocean acidification with pCO2 diurnal fluctuations on survival and larval shell formation of Ezo 

abalone, Haliotis discus hannai.”, Marine Environmental Research 134, 2018, 28-36. 

50 Elizabeth et al. “Vulnerability of early life stage Northwest Atlantic forage fish to ocean acidification and low oxygen”, 

MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES 523, 2015, 145-156. 

51 Christopher et al. “Hypoxia and acidification in ocean ecosystems: coupled dynamics and effects on marine life”, Biol. Lett. 

12:20150976., 2016 

52 Yamamoto‐Kawai et al. “Calcium carbonate saturation and ocean acidification in Tokyo Bay, Japan”, Journal of 

Oceanography 71, 2015, 427-439. 

53 Burkett et al. “Climate Change, Potential Impacts and Interactions in Wetlands of the United States.”, Journal of American 

Water Resources Association 36(2), 2000, 313-315. 
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海面上昇による砂浜と干潟の侵食が予測されている54,55が、その生物への影響につ

いて予測した研究は確認されていない。 

 

【海洋生態系】 

（1）海洋生態系 

（将来予測される影響） 

IPCC第 5次評価報告書では、海洋酸性化が、植物プランクトンから動物までの個々

の種の生理学的、行動学的及び個体数変動学的な影響に伴い、中～高排出シナリオ

（RCP4.5、6.0 及び 8.5）において、特に極域の生態系やサンゴ礁といった海洋生態

系に相当のリスクをもたらすことが指摘されている 44。 

IPCC の海洋・雪氷圏に関する特別レポートでは、海洋の貧酸素化も将来にわたり

進行する事が予測されているが、その各海域における進行速度の予測精度は未だ信頼

性が低いため、日本周辺海域に関する貧酸素化とその生物影響の将来予測は現時点で

は困難である。 

気候変動により予測される海洋の温暖化と海洋一次生産の変化は、海洋生態系のバ

イオマス量、生産力、群集構造を変化させる。これにより、RCP8.5 シナリオ下の今

世紀末においては、1986-2005 年時点比較して海洋生物の食物網全体のバイオマス量

が 15±5.9％減少し、潜在的な漁獲量の最大値が 20.5-24.1％減少するとしている。

加えて、この変化は、RCP8.5 シナリオにおいて RCP2.6 の 3～4 倍になると予測さ

れている56。 

気候変動に伴い、植物現存量と一次生産力に変動が生じる可能性がある57,58,59,60,61。

植物現存量と一次生産力は、全球でみれば熱帯・亜熱帯海域で低下し、亜寒帯海域で

は増加するという予測で多くのモデルが一致するので 58,59,60,61、一定程度の確信度が

あるとされる。しかし、亜寒帯と亜熱帯の境界に位置する日本周辺海域の変化予測は

モデル間の一致度が低い。また、これに伴い植物種組成や生物季節性にも変化が生じ

る可能性も指摘されているが 57,59,61、海域毎の変化予測は現状困難である。動物プラ

ンクトンの予測は、これら植物プランクトンと一次生産力の予測結果を用いるもので

あるので、日本周辺海域の予測の信頼性が高いとはいえない。 

東シナ海では、2100 年時点において、水温の上昇と富栄養化により、現状優占し

                                                   
54 有働ら. “最新の海面水位予測データを用いた海面上昇による全国砂浜侵食量の将来予測”, 土木学会論文集 G（環境）, 

Vol. 69 No.5, 2013 

55 有働ら. “日本の干潟における過去の長期面積変化特性と海面上昇による将来の浸食予測”, 土木学会論文集 G（環境）, 

Vol. 68, No.5, 2012 

56 IPCC “The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate Summary for Policy Makers”, 2019 

57 Hashioka et al. “Potential impact of global warming on spring bloom projected by an eddy-permitting 3-D ecosystem mode.”, 

Geophysical Research Letters 36, L20604., 2009 

58 Bopp et al. “Multiple stressors of ocean ecosystems in the 21st century: projections with CMIP5 models.”, Biogeosciences 

10, 2013, 6225-6245. 

59 Steinnacher et al. “Projected 21st century decrease in marine productivity: a multi-model analysis.”, Biogeosciences 7, 

2010, 979-1005. 

60 Manizza et al. “Sensitivity of global ocean biogeochemical dynamics to ecosystem structure in a future climate.”, 

Geophysical Research Letters 37(13), L13607., 2010 

61 Roy et al. “Projected impacts of climate change and ocean acidification on the global biogeography of planktonic 

foraminifera.”, Biogeosciences Discuss 11, 2014, 10083-10121. 
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ている珪藻類のバイオマス量が約 60％減少し、渦鞭毛藻が現状の約 70％増加すると

の予測がある。この変化により、生物ポンプの効率低下等、海洋生態系の機能へも影

響が生じる可能性が指摘されている（東シナ海における 2℃の水温上昇を仮定）62。 

日本周辺の海洋保護区について、将来気候条件下における安定性や連結性の変化に

ついて評価を行った研究によれば、日本近海の 88％が 2035 年までに予測される気候

変化が、これまで経験されてきた変化の幅以上の変化にさらされることが予測さてい

る。これにより、海洋保護区（MPA）についても、将来においてもこれまでの気候

の変動幅に収まる領域は 4.1～13.9％に留まることが予測され、海洋保護区の気候変

動に対する脆弱性が示唆されている。（RCP4.5 シナリオを仮定した MIROC4h によ

る気候予測情報を使用）63 

 

 

                                                   
62 Xiao et al. “Warming and eutrophication combine to restructure diatoms and dinoflagellates.”, Water research, 128, 2018, 

206-216. 

63 García et al. “Improving the interpretability of climate landscape metrics: An ecological risk analysis of Japan's Marine 

Protected”, Global change biology,23(10), 2017, pp4440-4452 
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2．第２回委員会における指摘事項 

2-1. 合流式下水道の越流水による負荷について 

出水時の負荷量の変動特性として、既存知見等をもとに出水時負荷量の概況を整理す

るとともに、東京湾、大阪湾における発生負荷量に対する合流式下水道越流水（CSO：

Combined sewer overflow）の寄与率を推算した。 

2-1-1. 出水時負荷量の概況 

既往文献64によると東京湾に流入する江戸川、荒川、多摩川、中川の平水時・出水時

の負荷量(COD、T-N、T-P)は、図 41 に示すとおりである。負荷量全体に対する出水

時負荷の寄与率は、COD は 36-60％、T-N は 25-44％、T-P は 34-61％であり、COD

や T-P に比べて T-N の出水時負荷の寄与率が低いことが示されている。また、４河川

の中では、荒川が最も出水時の負荷の寄与率が高く、また、出水時負荷量に対して懸濁

態成分の寄与が大きいとされている。 

また、既往文献65による大阪湾に流入する河川別の出水負荷の寄与は図 42 に示すと

おりであり、河川によって出水時の負荷比率は異なっていることが示されている。また、

出水時負荷と平水時負荷の経年変化を図 43 に示す。これによると、平水負荷は経年的

に微減傾向である一方で、出水負荷は年により大きく変動していることが分かる。T-N、

T-P の年間負荷量はそれぞれ約±10％、±20％の変動幅を有しており、出水負荷が年

間負荷量に占める割合はそれぞれ 7～23％、14～42％である。なお、当該文献におけ

る負荷算定では、CSO は考慮されていないことから、CSO を考慮した場合の実際の出

水負荷量は、より大きくなると考えられる。 

さらに、大規模出水による負荷量に関しては、既往文献66において総雨量 700 ㎜を超

える出水時における森林地帯からの流出特性がまとめられている。これによると大規模

出水時の T-N、D-N は、１回の出水で通常の１年分相当の T-N が流出しており、その

形態は懸濁態が圧倒的に多くなることが示されている。よって、今後、極端な降雨の発

生頻度が増えることにより、栄養塩の流出の動態が変化する可能性が示唆される。 

                                                   
64 「江戸川・荒川・多摩川・中川における出水時栄養塩・ＣＯＤ負荷特性」（坂井、二瓶ら、水工学論文集,第 52 巻,2008 年) 
65 「大阪湾に流入する陸域負荷の実態・変遷と海域環境の変化」（中谷・川住・西田、土木学会論文集 B2（海岸工学）,第 67 巻

第 2 巻,2011 年) 
66 「極端に大きな出水時の森林流域からの栄養塩流出：2011 年 7 月の高知県西部四万十川下流域における事例」（篠宮、水

環境学会誌,第 42 巻第 5 号,2019 年) 
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注）1. 2001 年～2005 年における平均値を示す。 

2. 白抜き文字は、全体に対する出水時の寄与率を示す。 

出典）「江戸川・荒川・多摩川・中川における出水時栄養塩・ＣＯＤ負荷特性」（坂井、二瓶ら、水工学論文集,第 52 巻,2008 年) 

 

図 41 流量、ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐの年間平均値と出水時の寄与率 

 

 

出典）「大阪湾に流入する陸域負荷の実態・変遷と海域環境の変化」（中谷・川住・西田、土木学会論文集 B2（海岸工学）,第

67 巻第 2 巻,2011 年) 

 

図 42 大阪湾に流入する各流域からのＴ－Ｎ、Ｔ－Ｐの年間負荷量 
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出典）「大阪湾に流入する陸域負荷の実態・変遷と海域環境の変化」（中谷・川住・西田、土木学会論文集 B2（海岸工学）,第

67 巻第 2 巻,2011 年) 

 

図 43 陸域負荷と降水負荷の大阪湾における年変動 

 

 

なお、無機態の栄養塩類については、東京湾への流入河川である神田川における雨天

時負荷量は、晴天時に比べて NH4-N が 20-35 倍、NO2-N、NO3-N、PO4-P は 2-7 倍で

あったとの報告がある67。 

 

                                                   
67 「雨天時水質調査結果について(1)」(安藤ら、東京都環境科学研究所年報 2010) 
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2-1-2. 出水時の CSOの寄与 

東京湾及び大阪湾における CSO 負荷量について、既存資料等の原単位を用いて推計

した。 

１）原単位の整理(既存資料68、69より) 

東京湾流域総合計画策定時に見積もられた合流式下水道からの越流負荷量を表 27

に示す。この負荷量について、合流式下水処理区域の面積 63,352ha と越流負荷算定時

(2004 年 7～9 月)の降雨実績から、単位降水量あたりの負荷量(原単位)を求め表 28 に

示す。 

表 27 合流式下水道からの越流負荷量（東京湾） 

項目 
合流式下水道からの

越流負荷量 
簡易処理 備考 

COD 27,616 kg/day 14,063kg/day 2004 年 7～9 月の実績 

T-N 9,649 kg/day 6,153.8kg/day 〃 

T-P 1,317.7 kg/day 896.5kg/day 〃 

注）東京湾再生推進会議（陸域分科会）では、陸域負荷対策検討のためのシミュレーションを実施しており、このときに合

流式下水道からの雨水吐き、簡易処理水の汚濁負荷量を算定しており、平成 16 年夏季（7～9 月）を対象に算定され

たもの 

出典）平成 29 年度 閉鎖性海域水環境改善対策調査検討業務報告書(別冊) 平成 30 年 3月 環境省 

平成 30 年度 閉鎖性海域水環境改善対策調査検討業務報告書 平成 31 年 3 月 環境省 

 

表 28 単位降水量あたりの負荷量(原単位) 

項目 単位降水量あたりの負荷量 

COD 3,776.3kg/mm 

T-N 1,431.8kg/mm 

T-P 200.6kg/mm 

出典）平成 29 年度 閉鎖性海域水環境改善対策調査検討業務報告書(別冊) 平成 30 年 3月 環境省 

平成 30 年度 閉鎖性海域水環境改善対策調査検討業務報告書 平成 31 年 3 月 環境省 

 

                                                   
68 平成 29 年度 閉鎖性海域水環境改善対策調査検討業務報告書(別冊) 平成 30 年 3 月 環境省 
69 平成 30 年度 閉鎖性海域水環境改善対策調査検討業務報告書 平成 31 年 3 月 環境省 



65 

 

２）東京湾及び大阪湾における CSO負荷量の値の推計 

●東京湾 

前述の単位降水量あたりの負荷量及び降水量を用いて、平成 26 年度における東京湾

の CSO 負荷量を推計した結果及び排出負荷量全体における CSO の割合を表 29 に示

す。なお、平成 26 年度の東京の降水量は 1,808mm/年(気象庁データ)とした。 

表 29 東京湾における CSOの算定結果(平成 26年度) 

項目 CSO 負荷量 負荷量全体に対する割合 

COD 18.7 トン/日 11.4% 

T-N 7.1 トン/日 4.2% 

T-P 0.99 トン/日 8.1% 

注）負荷量原単位として過去の一時期の実績値から推計した試算結果の値である。また、推計には、本資料３－

３に示した東京湾における合流式下水道への対策による効果は考慮されていない。 

 

●大阪湾 

東京湾と同様に、平成 26 年度における大阪湾の CSO 負荷量を推計した結果及び排

出負荷量全体における CSO の割合を表 30 に示す。なお、平成 26 年度の大阪の降水

量は 1,278mm/年(気象庁データ)、大阪府の合流処理区面積は約 38,000ha(大阪府下水

道統計（H27 末）)とした。 

表 30 大阪湾における CSOの算定結果(平成 26年度) 

項目 CSO 負荷量全体に対する割合 

COD 7.9 トン/日 8.7% 

T-N 3.0 トン/日 3.4% 

T-P 0.42 トン/日 7.3% 

注）負荷量原単位として東京湾における過去の一時期の実績値から推計した試算結果の値である。 

 

３）その他文献における CSOの知見 

その他の文献70では、実際の寝屋川流域下水道（合流面積：約 4,000ha）でのデータ

をもとに、T-N および T-P の CSO の定量的評価を行っている。 

ある 1 日の降雨（2011/11/19）についての算定結果は表 31 に示すとおりである。 

表 31 寝屋川流域下水道における CSO算定値(2011/11/19) 

項目 CSO 算定値 

T-N 約 8,000kg/日 

T-P 約 1,500kg/日 

出典）西田修三(2012)大阪湾流域における栄養塩負荷の変遷と現況調

査.土木学会論文集,Vol.68.No. 7,III_751-III_760. 

                                                   
70 西田修三・川住亮太・中谷祐介・村上雄大(2012)大阪湾流域における栄養塩負荷の変遷と現況調査.土木学会論文

集,Vol.68.No. 7,III_751-III_760. 
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この値を基に、当日の降水量（大阪：79 ㎜）から算出した単位降水量あたりの負荷

量を表 32 に示す。 

表 32 寝屋川流域下水道の実測値を基に算出した単位降水量あたりの負荷量(原単位) 

項目 単位降水量あたりの負荷量 

T-N 約 101.2kg/mm 

T-P 約 19.0kg/mm 

 

先の大阪湾の推計例と同様に、H26 の年間降水量、大阪府の同流処理区面積から、

H26 の負荷量を推計した結果を表 33 に示す。 

表 33 寝屋川流域下水道の実測値を基にした大阪湾における CSOの推計結果(平成 26年度) 

項目 CSO 負荷量全体に対する割合 

T-N 3.4 トン/日 3.9% 

T-P 0.63 トン/日 10.9% 

 

 

以上より、東京湾及び大阪湾を対象に、東京湾流域総合計画策定時の越流負荷量や寝

屋川流域下水道の実測値を基に CSO の値を求め、発生負荷量に対する割合を算出した

結果、いずれもおおむね３～11%程度と見積もることができた。 
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2-1-3. 合流式下水道の排出汚濁負荷（BOD） 

BOD について、「年間放流汚濁負荷量」に占める「雨天時放流負荷量」の割合は、

38％、55％の事例がみられる。 

遮集雨水量が多いほど、簡易処理が行われる雨水量が多くなるため未処理放流される

雨水が下がり、結果的に雨天時放流負荷量が減少している。 

 

出典）合流式下水道改善対策検討委員会（第１回）資料３－２ 下水道の排出汚濁負荷について（国土交通省都市・

地域整備局下水道部,平成 13年） 

 

簡易シミュレーションによると、１年間における合流式下水道へ流入する全国のＢＯ

Ｄ総流入負荷量は、809 千ｔであり、処理等により公共用水域には 95 千ｔが流出する。 

雨水時の未処理下水による負荷量は、95 千ｔのうち 40 千ｔとされている。 
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出典）合流式下水道の改善対策に関する調査報告書（国土交通省都市・地域整備局下水道部,平成 14 年） 
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2-2. 下水処理場の季節別管理運転の実施状況について 

下水処理場における季節別管理運転の実施状況について、以下のとおり事例を整理し

た。 

2-2-1. 季節別管理運転を実施している下水処理場 

令和 2 年３月時点で、23 都市 31 箇所の下水処理場において季節別管理運転が実施・

試行されている（図 44）。 

 

出典）国土交通省提供資料 

 

図 44 季節別運転を実施・試行している処理場（令和２年３月） 
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2-2-2. 栄養塩類の能動的管理（窒素除去抑制）の運転方法の例 

栄養塩類の能動的管理による具体的な処理フローの変更例は、図 45 及び図 46 に示

すとおり挙げられる。放流水質を確認すると、脱窒抑制運転では、排水中の窒素は、硝

酸態窒素が多くなる。また、硝化抑制運転では、排水中の窒素は、アンモニア態窒素が

多くなる。 

 

 

出典）「下水放流水に含まれる栄養塩類の能動的管理のための運転方法に係る手順書（案）」平成 27 年９月、

国土交通省水管理・国土保全局下水道部 

 

図 45 脱窒抑制運転の管理目標値及び処理フローの変化（上図）と放流水質（下図） 
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出典）「下水放流水に含まれる栄養塩類の能動的管理のための運転方法に係る手順書（案）」平成 27 年９月、

国土交通省水管理・国土保全局下水道部 

 

図 46 硝化抑制運転の管理目標値及び処理フローの変化（上図）と放流水質（下図） 
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2-2-3. 下水処理場における季節別管理運転の効果の例 

下水処理場の季節別管理運転の効果について、ノリの収穫期である冬季を中心に季節

別運転を実施している、兵庫県の加古川下流浄化センター及び明石市二見浄化センター

の例を示す。 

兵庫県加古川市にある加古川下流浄化センターでは、放流水中の窒素排出量の増加が

確認され、近隣のノリ養殖場に到達していると考えられた。また、ノリが迅速に栄養塩

を取り込んでいることが確認されている。また、室内実験において間欠的な栄養塩の供

給であっても、ノリ葉体の色調が回復することが示されている。放流先である播磨灘の

周辺海域においては、BOD、COD、SS、T-P のうち、COD 以外の項目は年間を通じ

て環境基準を満たしており、また底層 DO も 5 ㎎/L であり、水質について負の影響は

報告されていない（図 47）。 

また、明石市二見浄化センター付近における漁場での測定では、栄養塩供給を強く受

ける沿岸側でノリの色調も良好とされている（図 48）。 

 

出典）「栄養塩類の管理に係る順応的な取組の検討」中央環境審議会水環境部会瀬戸内海環境保全小委員会（第

10 回）資料（平成 30 年３月） 

 

図 47 下水処理場における栄養塩類の能動的管理の効果等の整理状況 
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出典）「栄養塩管理運転に伴う下水処理水中の窒素がノリ漁場に与える効果の実証」（平成 29年 10 月、兵庫県立

農林水産技術総合センター水産環境部） 

 

図 48 ノリ漁場区のノリの色調 
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2-3. 下水処理場の高度処理化による負荷量の削減効果について 

第２回専門委員会において指摘のあった下水処理場における高度処理の導入による

負荷量削減の効果について、負荷量算定のための水量・水質のデータが処理場の吐口に

おいて計測されていることが一般的であるため、高度処理が導入された系列のみを対象

として負荷量を算定することができない等の理由により定量的に把握することが困難

である。 

代わりうるものとして、参考に高度処理法による N、P の除去率を以下のとおり示す

（表 34）。 

表 34 単位処理プロセスを組み合わせた高度処理方法とその処理効率 

 
出典）「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説（H27.1）」 
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2-4. 肥料の使用実態について 

農地からの環境への負荷に影響する要因として、肥料の使用実態に関連するデータと

して、肥料の使用そのものに係るデータは存在しないため、生産及び輸入量について以

下のとおり整理した。 

肥料の生産量及び輸入量の合計は、ほぼ横ばいで推移しているものの、有機質肥料や

堆肥などの特殊肥料に比べて、窒素・リン酸など有効成分の含有量が高く、速効性の環

境に負荷を与えやすい化学肥料等は 30 年前に比べ７割に減少しており、全体における

割合も７割から５割以下に減少している。一方、化学肥料等に比べ緩効性で農地からの

窒素・リン酸等の流出負荷が低減される有機質肥料及び堆肥などの特殊肥料の生産及び

輸入量は、30 年前に比べ 1.7 倍に増加している（図 49）。 

 

資料：農林水産省調べ 

注１）肥料取締法に基づき普通肥料（大臣登録）の種類別に報告された生産量及び輸入量を合計したものに、都道府県から報告の

あった普通肥料（知事登録）及び特殊肥料の生産量及び輸入量を合計したもの。他の肥料の原料用に用いられるものを含む

ため、実際の肥料の使用量とは異なる。 

注２）「化学肥料等」：窒素質肥料、リン酸質肥料、加里質肥料、複合肥料等 

注３）「有機質肥料＋特殊肥料」：なたね油かす、わたみ油かす、堆肥等 

 

図 49 肥料の生産量・輸入量合計の推移 
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2-5. 家畜排せつ物の利用状況について 

家畜排せつ物の処理状況を整理したところ、以下のとおり年間約 8,000 万トンの家畜

排せつ物のうち、約９割が堆肥化・エネルギー利用されていることがわかった（図 50）。 

 

注１）畜産統計（令和２年２月時点）、食鳥流通統計（令和２年５月時点）、家畜排せつ物処理状況等調査結果（平成 21年）を基に畜

産振興課で推計。 

注２）家畜排せつ物の発生量は、乳用牛・肉用牛・豚・採卵鶏・ブロイラーの合計である。畜種ごとに以下の通り計算し、全畜種を合

算している。 

畜種ごとの 1頭当たりの家畜排せつ物の重量((一財)畜産環境整備機構調べ)×畜種ごとの飼養頭羽数（畜産統計等） 

注３）家畜排せつ物の仕向先割合は、仕向先別の全畜種の家畜排せつ物の合計量／家畜排せつ物の発生量であり、 

仕向先別の畜種ごとの家畜排せつ物量は、以下の通り計算している。 

（畜種ごとの 1頭当たりの家畜排せつ物の重量((一財)畜産環境整備機構調べ)×畜種ごとの飼養頭羽数（畜産統計等） 

×畜種ごとの飼養頭羽数ベースの仕向割合(家畜排せつ物処理状況等調査＊＊） 

＊＊家畜の飼養者のうち飼養頭羽数が家畜排せつ物法に基づく管理基準の適用規模以上の者を対象とした調査。 

  （管理基準の適用規模は、牛：10頭以上、豚：100頭以上、鶏：2,000羽以上） 

 

図 50 家畜排せつ物の処理状況フロー 
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2-6. 鉄鋼業界における投資額と負荷量について（瀬戸内海） 

鉄鋼業界における負荷量及び排水処理対策のための投資額について、瀬戸内海におけ

る実績を湾灘ごとに整理した（図 51、52）。 

 

 

出典）発生負荷量等算定調査 

 

図 51 瀬戸内海における鉄鋼業の湾灘ごとの COD（上）及び窒素（下）負荷量 
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注）投資額は、日本鉄鋼連盟会員企業に対し「特定事業場の排水処理対策投資」として調査を行い、協力を得られた企

業の回答を集計したもの。第８次の投資額は、16社 45 事業所より回答を得た。 

 

図 52 瀬戸内海における鉄鋼業の COD（左）及び窒素(右)の排水処理対策のための投資額 
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3．第３回委員会における指摘事項 

3-1. 製紙業界における排水中の浮遊物質量及び水の回収率について 

製紙業界における排水中の浮遊物質量及び取水・排水比率について、以下のとおり主

な事業場におけるデータを示す（表 35）。 

表 35 製紙業界の３事業場における排水等の状況について（2019 年度） 

 
排水中の浮遊物質量 

取水・排水比率 

取水 排水 

A 工場（東京湾） 0.08 t/日 － － 

B 工場（伊勢湾） 1.5  t/日 16.0 万 t/日 15.7 万 t/日 

C 工場（瀬戸内海） 4.3  t/日 28.8 万 t/日 29.3 万 t/日 

注）排水は雨水等の影響を受ける。 

出典）日本製紙連合会調査結果 
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3-2. 水産資源と栄養塩類の関係性について 

中央環境審議会水環境部会瀬戸内海環境保全小委員会において、栄養塩類と水産資源

に係る調査・研究の状況の収集・整理や、関係団体及び有識者へのヒアリング等を実施

し、水環境及び水産資源等に係る主な課題が整理された。 

【水産資源と栄養塩類の関係に係る主なヒアリング】 

○ 瀬戸内海環境保全小委員会（第 11 回）（平成 30 年８月 22 日） 

大阪府、兵庫県、香川県、瀬戸内海関係漁連・漁協連絡会議、兵庫県漁業協同

組合連合会、香川県漁業協同組合連合会、水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研

究所（当時） 阿保氏 

○ 瀬戸内海環境保全小委員会（第 12 回）（平成 31 年１月 10 日） 

広島県、愛媛県、大分県、山口県漁業協同組合、愛媛県漁業協同組合連合会、

大分県漁業協同組合 

○ 瀬戸内海環境保全小委員会（第 18 回）（令和元年 10 月 18 日） 

国立環境研究所 金谷氏、水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所（当時） 

阿保氏・吉田氏     等 

これらを踏まえ、「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について（答申）」

において以下のとおり取りまとめられた。 

「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について（答申）」 

（令和２年３月、中央環境審議会）（抄） 

２．各課題と今後の方策の在り方について 

（１）栄養塩類の管理等による生物の多様性及び生産性の確保 

① 課題 

（略） 

播磨灘、備讃瀬戸等においては、栄養塩類濃度の低下及び水温の上昇等による植物

プランクトンの種組成の変化により、冬季に大型珪藻（Eucampia 属/ユーカンピア属）

が優占するようになり、栄養塩類を巡る競合が起こり、養殖ノリ等の色落ち被害が発

生している。また、播磨灘では、これまでの研究成果や検討等から、栄養塩類濃度が

大きく減少している播磨灘東部におけるイカナゴ資源に対して、栄養塩類、植物プラ

ンクトン、動物プランクトン等の餌環境といった低次生態系の変化が影響を与えてい

る可能性があることが示唆されたところである。広島湾や周防灘南部等におけるカキ

やアサリといった水産資源の変動をもたらす環境要因としては、水温、海流、餌環境

等があり、栄養塩類が植物プランクトンの生成を通じて魚介類等の水産資源に与える

影響の可能性も指摘されている。 

（以下略） 
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3-3. 東京湾における合流式下水道への対策による効果について 

下水道の合流改善による汚濁負荷量の削減効果について、東京湾における算出結果を

以下に示す。 

合流式下水道の改善対策の実施に伴って対策施設（貯留施設及び簡易処理高度化施

設）の容量、処理能力は増大し（図 53）、削減汚濁負荷量は平成 24 年度から平成 28

年度にかけて着実に増加した（図 54）。なお、平成 29 年度、平成 30 年度においては

平成 28 年度に比べ年間降水量が少なかったため、削減汚濁負荷量が減少した。 

 
出典）「東京湾再生のための行動計画（第二期）第２回中間評価報告書 付録 指標に関する中間評価」令和２年７

月、東京湾再生推進会議 

 

図 53 貯留施設容量及び簡易処理高度化施設処理能力の推移 
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【削減負荷量の算定方法】 

①貯留施設、②簡易処理高度化施設で削減された汚濁負荷量の合計値を、合流改善対策施設により

削減された汚濁負荷量とした。 

① 貯留施設 

削減汚濁負荷量＝流入負荷量―放流負荷量 

       ＝貯留量×（流入水質―下水処理施設の処理水質） 

※ 貯留量は実績値、流入水質及び下水処理施設の処理水質は実測値または推測値とした。 

② 簡易処理高度化施設 

削減汚濁負荷量＝流入負荷量―放流負荷量 

       ＝流入量×（流入水質－簡易処理高度化施設の処理水質） 

※ 流入量は実測値、流入水質及び簡易処理高度化施設の処理水質は実測値または推測値とした。 

 

出典）「東京湾再生のための行動計画（第二期）第２回中間評価報告書 付録 指標に関する中間評価」令和２年７

月、東京湾再生推進会議 

 

図 54 削減汚濁負荷量の推移 
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3-4. 兵庫県におけるイカナゴ資源の減少要因に関する研究について 

兵庫県で行われたイカナゴ資源の長期的な減少の要因に関する研究について、第３回

専門委員会における指摘への兵庫県回答を以下のとおり示す。 

3-4-1. 水温とイカナゴ漁獲量の関係 

冬季水温が低いほど漁獲量が多い傾向が見られたが、統計的に有意ではなかった（図 

55）。 

 

※ 水温と DIN は 11-3 月、播磨灘 15 地点の表層、10m 層平均値 

出典）「豊かな瀬戸内海の再生を目指して～豊かな瀬戸内海再生調査事業の成果～」兵庫県立農林水産技

術総合センター水産技術センター 

 

図 55 播磨灘で操業する主要漁協のしんこ漁獲量と水温および DINの経年変化 

 

3-4-2. 水温に関するシミュレーションの結果 

1990 年代半ばの水温環境（現況－１℃）を想定し、シミュレーションしたところ、

漁獲量は現況の 0.9 倍と試算され、現況からの変化は僅かであった。 

（詳細は、別添「豊かな瀬戸内海の再生を目指して」のとおり。） 

3-4-3. 年毎の DINの変動理由 

播磨灘の DIN 濃度は概ね全窒素と同様に減少傾向にあるが、年による変動は降雨に

よる陸水からの供給、外海水の流入等が複雑に関連している。このため、明確な解析は

なされていないが、同海域の DIN 濃度（12 月）と近隣地域の降水量は同調して変動す

る傾向がある（図 56）。 
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※ 近年は降水量が増加した場合でも海域の DIN 濃度が以前と比較して上昇していない傾向が見られる（赤ライン

部）。 

出典）「海と湖の貧栄養化問題 水清ければ魚棲まず（地人書館）」より改変 

 

図 56 播磨灘の DIN（12 月）と近隣地域（姫路ほか２地点）の降水量の経年変化 
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